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１．議事日程 

  〔令和元年第４回安芸高田市議会１２月定例会第４日目〕 

 

                             令和元年１２月１２日 

                             午 前 １ ０ 時 開 会 

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１８名） 

    １番    新 田 和 明     ２番    芦 田 宏 治 

    ３番    玉 重 輝 吉     ４番    玉 井 直 子 

    ５番    山 根 温 子     ６番    前 重 昌 敬 

    ７番    石 飛 慶 久     ８番    児 玉 史 則 

    ９番    大 下 正 幸    １０番    山 本   優 

   １１番    熊 高 昌 三    １２番    宍 戸 邦 夫 

   １３番    秋 田 雅 朝    １４番    塚 本   近 

   １５番    金 行 哲 昭    １６番    青 原 敏 治 

   １７番    水 戸 眞 悟    １８番    先 川 和 幸 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

 

４．会議録署名議員 

    ７番    石 飛 慶 久     ８番    児 玉 史 則 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  市 長  浜 田 一 義  副 市 長  竹 本 峰 昭 

  教 育 長  永 井 初 男  総 務 部 長  西 岡 保 典 

  企 画 振 興 部 長  猪 掛 公 詩  市 民 部 長  岩 﨑   猛 

  福祉保健部長兼福祉事務所長  大 田 雄 司  産 業 振 興 部 長  重 永 充 浩 

  産業振興部特命担当部長  行 森 俊 荘  建設部長兼公営企業部長  蔵 城 大 介 

  教 育 次 長  土 井 実貴男  消 防 長  山 平   修 

  会 計 管 理 者  兼 村   恵  八 千 代 支 所 長  佐々木 早百合 

  美 土 里 支 所 長  寄 実 正次郎  高 宮 支 所 長  児 玉   晃 

  甲 田 支 所 長  宮 本 智 雄  向 原 支 所 長  佐々木 幸 浩 

  総 務 課 長  内 藤 道 也  財 政 課 長  高 藤   誠 



100 

  政 策 企 画 課 長  河 本 圭 司 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  森 岡 雅 昭  事 務 局 次 長  佐々木 浩 人 

  総 務 係 長  國 岡 浩 祐  主 任 主 事  岡   憲 一 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開議 

○先 川 議 長  おはようございます。 

 定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は18名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○先 川 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、議長において7番 

石飛慶久君、及び8番 児玉史則君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 一般質問 

○先 川 議 長  日程第2、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 一般質問の順序は通告順といたします。 

 それでは、質問の通告がありますので、順次、発言を許します。 

 2番 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  2番、芦田宏治です。 

 通告に基づき、大枠2点について、質問します。 

 最初に、郡山城跡の維持・管理について質問します。 

 郡山城跡の荒廃がどんどん進んでいます。提出しております資料をご

らんください。左上の写真は、現在の郡山城の全景です。木が生い茂っ

ていて、緑豊かな山に見えます。しかし、山の中に入ってみると、シカ

の食害などによって、下草が食い尽くされ、その結果、表土の流出が進

み、登山道を初め、山全体の崩壊が始まっているとも考えることができ

ます。 

 写真1は平成17年、2005年、今から14年前の10月23日に広島大学大学

院理学研究科附属宮島自然植物実験所などが郡山城跡で行った植物観察

会での写真です。撮影場所は、勢溜の壇から万願寺跡に向かう登山道で、

道の右側にはシダなどが生い茂っているのが見えます。また左側斜面も

下草がたくさん生えています。 

 その右の2の写真は、同じ場所でことしの11月19日に撮影した写真で

す。モノクロとカラー写真なので、対比しにくいかもしれませんが、わ

ずか14年で郡山が急速に荒廃していることがわかります。 

 右の3は本丸から櫓台を撮った写真です。 

 4は姫の丸から本丸北側の急斜面を撮った写真です。いずれも表土の

流出により、木の根が露出し、血管が浮き出たように見えます。 

 写真5は、根が露出した姫の丸南側急斜面の大木と枯れ木です。10月6

日に撮影したのですが、枯れ木は今にも倒れそうでした。 

 6と7は、約2週間後の10月22日に登ったときの写真です。15メートル
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余りの枯れ木の大木が倒れて、姫の丸の壇の説明看板を直撃して、看板

はこっぱみじんになっていました。登山者が巻き添えになっていたらと

思うと、ぞっとします。 

 左の8の写真も同じく登山道を遮断するようにして倒れた木です。こ

のような倒木の恐れのある木は、登山道のあちこちに見受けられます。 

 写真9は、表土が流され、木の根が露出した登山道です。木の根が階

段の役目をしているのが現状です。登山者はどんな思いで登っておられ

るのかと思います。 

 写真12も表土が流され、登山道の階段が壊れています。急斜面のため、

子供や高齢者には登りにくく、非常に危険です。 

 写真10と11は、登山道が大雨で水路になってしまい、表土が流されて

道の中央が削れてくぼみになっているところを、土のうで修復したもの

です。登山者が土のうの上を歩くたびに、劣化が進み、土のう袋が破れ

て、中の土が出ています。この白い土のう袋は、応急処理されたものだ

と思いますが、日本百名城の登山道には、なじまないように思います。 

 写真13は木製の階段が朽ちたために、打ち込んでいた木製階段保持用

の鉄筋だけが残って露出しています。さびた鉄筋と枯葉の色がよく似て

いるため、鉄筋の見分けがつきにくく、非常に危険です。このように、

鉄筋がむき出しになったままのところが数カ所見受けられます。 

 写真14は、マツタケがよく生えていたころに、止山の印に張ったもの

と思われる被覆電線です。登山道の周辺に張られていますが、撤去した

ほうがよいと思います。 

 写真の15、16は、登山道わきに放置されたままになっている伐採され

た木と枯れて倒れた木です。史跡全体の景観に影響を及ぼしています。 

 この資料は10月26日の清掃ボランティアの前後に、安全上、また景観

上、気になるところを写真に撮ったものです。教育委員会では今年度で

登山道の整備、危険木の伐採、看板の整備等を計画されていますが、現

時点での整備状況と今後の整備計画、また整備を進めていく上での課題

があれば伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  おはようございます。 

 ただいまの「郡山登山道の今年度の整備状況と整備に当たっての課

題」についての御質問にお答えをいたします。 

 まず、登山道の整備でございますが、本丸周辺6カ所、郡山公園から

尾崎丸の間の2カ所の計8カ所について、現在施工中で、1月末には完了

の予定でございます。 

 次に、危険木または支障木の伐採については、勢溜の壇の先端部分約

40本、万願寺仁王門下の曲輪周辺で約50本ほか、11月末までに完了をし

たところでございます。なお、今後、本丸東側を中心に、約30本程度を

本年度中に伐採する予定にしております。 
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 看板の整備につきましては、議員御指摘のように、倒木により損傷し

た箇所等もありますので、2カ所程度を本年度中に修繕したいと考えて

いるところでございます。 

 今後、郡山城跡の維持管理を進めていくには、森林保全の観点から伐

採や枝打ち、さらにはシカの食害対策などが必要と考えます。これらは、

教育委員会だけの対応には限界がございますので、産業振興部を初め、

関係部署と緊密に連携し、郡山全体の保全に努めていく必要があると考

えているところでございます。 

 どうかよろしくお願いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  気になってた箇所が、今まで直されたところ、それから今後に直して

いかれるということなので、安心しました。 

 次の質問に移ります。 

 郡山城跡は、平成18年に日本百名城に選出されて以降、日本全国から

多くの観光客が郡山城跡に登られています。郡山に登られた方に、郡山

城の感想を聞くと、本丸から城下町が全く見えないのが残念ですねとよ

く言われます。しかし、先ほど説明もありましたように、今年度、遺構

を守るための危険木の伐採に伴って、勢溜の壇と万願寺仁王門近くの曲

輪跡から城下町がよく見えるようになりました。 

 10月26日に郡山城跡の清掃活動に、安芸高田市内の70名近くのボラン

ティアの方が参加されましたが、本丸周辺の清掃活動など、この2カ所

から城下町を見おろして、非常に感動しておられました。郡山城に登ら

れた方にも、この感動をぜひ味わってもらいたいと思いますが、今はま

だ何の案内標識も説明板もないため、登山者は気づかずに、眼下に城下

町を見ることもなく、通り過ぎてしまうのが現状です。できるだけ早急

に案内看板を設置して、合わせて郡山城の史跡案内のパンフレットの間

に、この2カ所の説明をコピーして添付しておくと喜ばれると思います

が、教育委員会の考えを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの「勢溜の壇付近の曲輪への標識等の設置」についての御質

問にお答えをいたします。 

 御質問の曲輪は、勢溜の壇から展望台方面へ下山し、尾崎丸を過ぎた

あたりで、歩道から少し右に上がったところに位置する曲輪だと推測を

しております。 

 今回、この曲輪の先端部分の遺構を保護するため、約50本程度の樹木

を伐採しましたので、議員御指摘のように、眼下が見おろせるようにな

りました。 

 今後は、これも議員のほうからありましたように、見晴らしのよいポ

イントの一つとして、案内標識の設置と土のう積みで階段状の登り口を
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整備し、登山者に眺望を楽しんでいただける場所にしていければと考え

ているところでございます。 

 御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  今も郡山城には県外からもたくさんの人が登っておられますので、で

きるだけ早急に案内看板を取りつけていただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 郡山城跡は、風致保安林に指定されており、樹木の伐採が禁止されて

います。そのため、木の枝打ちや間伐など、山の手入れが長年行われな

かったために、密集した木々に光が遮られ、地面に新しい芽が出にくく

なっているのが下草の生えない要因の一つだと言われています。 

 また、毛利隆元公の墓所から郡山公園に向けての遊歩道わきの水路も、

整備後、年数が経過しているため、排水用の土管が土砂で詰まっており、

大雨のたびにあふれた大量の水が、清神社西側の祇園谷に流れ込んで、

土砂災害が心配されています。 

 郡山には、ほかにも谷筋で水の流れが集中して、石ころが大量に流さ

れており、これが堆積したら土石流のおそれがあるのではないかと思わ

れます。麓に学校があるので、非常に心配です。今の荒廃した山の現状

を見ると、国史跡である郡山城跡の歴史的な価値を高めていくとともに、

山としての本来の機能を取り戻していくための対策も喫緊の課題だと思

います。 

 郡山城跡は、国の史跡ということで、教育委員会に任せてしまってい

るところがあると思いますが、緑豊かな郡山を後世に、確実に責任を持

って引き継いでいくために、教育委員会だけでなく、山の維持管理に対

応するために、農林水産課や有害鳥獣対策を行っている地域営農課、そ

して山の維持管理専門の学識経験者などを入れた横断的なチームをつく

って、史跡の保存と山の維持管理を並行して取り組んでいくべきだと思

いますが、市長のお考えを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「山の維持管理の観点で、山の機能を取り戻すことが必要

ではないか」についての御質問にお答えします。 

 森林は、水源の涵養、国土の保全、地球温暖化の防止、木材を初め林

産物の供給等、多面的機能を持っております。 

 森林が持つ本来の機能を持続していくためには、植林、保育、間伐等

の適切な森林整備を推進していく必要がございます。 

 郡山城跡の周辺の山林につきましては、風致景観を維持するための風

致保安林で、伐採には制限がございます。 

 今後、森林の持つ本来の機能を取り戻すため、森林整備の経験を豊富
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に持つ、多数の皆様方の知識を得ながら、関係部局が連携を取り、可能

な範囲で伐採などの森林整備を進めていきたいと考えております。 

 この問題、議員御指摘のとおりで、今までは歴史を守るということで、

教育委員会に任せっきりということもございますけれども、反面では、

国土保全、風致保安林とかという面もございます。これも、行政が例え

ば風致保安林につきましても、税制免除とか、こういう面で旧吉田町が

整備してもらったとなっとるんで、歴史につきましても、この郡山とい

う歴史ということなんで、認定をしてもらうことは簡単なんですけれど

も、いざ、変更とか、こういうことを加えることは非常に難しいのが今

の日本の状況です。 

 風致保安林にしても、当初要望した計画書があるわけでございまして、

このことに反することを言わにゃいけないんで。都合のいいときには、

切らしてくれとか、言うんじゃ困るんで、歴史的な今の指定にしてもそ

うですね。やっぱりそのことの今全体的に、根本的に絶とう思うたら、

その改良とか保全とかいうのは、計画書の見直しから原則とか必要にな

ります。だから、時間もかかります。せんと言うんじゃなしに。 

 だけれども、当面のさっきの写真のように、維持管理上必要なという

のは、やっぱりそういう方面からもできると思いますんで、この辺のこ

とは少し協議をして、県のほうとか国のほうにも訴えていきたいと。当

面ですね、ことしの風致保安林にしても、今以上のいわゆる、そういう

守る意味の補修工事をやってもええという許可も最近もらってます。歴

史的なもんもそうなんですけれども。全部が全部とかじゃなしに、価値

のあるものは残しながら、価値の管理を計画しながら、やっぱりこれ観

光資源等でも使わにゃいけんわけですから、そういうことはしっかり考

えていきたいと。 

 議員御指摘のとおり、そういう成果が徐々に見えつつございますんで、

理解と期待もしてもらいたいと思いますけれども。今年あたりも、かな

りの整備をしていきたいと思います。 

 ただ、これは維持管理の範囲内ということで、整備をしてますんで、

抜本的な整備をするときには、今度は計画書の見直しから必要になって

くることは御理解してもらいたいと思います。 

 以前とは全く違った形で、今整備工事は進んでおると思いますんで、

また御期待をしてもらいたいと思います。しっかり郡山のことを大事に、

維持しながら、また歴史とか風致とかいうことの目的を守りながら、景

観も維持管理も適正に行うということはしっかり行政として考えていき

たいと思います。このことが郡山を町の活性化にもつなげる一つの秘訣

と思います。 

 よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  市長から力強い答弁をいただいたので、大変心強く思います。郡山城
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から城下を見たときに、非常にうれしかったです。関係部局の連携をし

ていかれるということで、山の改善に効率よく、また成果も上がってい

くと思います。 

 教育委員会の立場では、どのように考えておられるか。今の連携等に

ついて、教育長にお伺いします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの「山の維持管理の観点で、山の機能を取り戻すことが必要

ではないか」との御質問にお答えをいたします。 

 教育委員会では、現在、史跡毛利氏城跡保存活用計画の策定に取りか

かっているところでございます。 

 先般、開催しました委員会におきましては、実際に郡山の現地調査を

行い、その中で、伐採には樹種及び植生の調査が必要であること、また

山の保水力は立木との関係が非常に強いことなどを委員の皆様方から意

見として御指摘をいただいておるところでございます。 

 今後は、これらの意見を参考に、最終的には来年度、計画を策定した

いと考えておりますが、今後、維持管理や整備に当たっては、議員御指

摘のとおり、関係部署等と連携を密にとりながら、学識経験者の意見も

参考にし、郡山を山としての本来の機能を守りつつ、大切な史跡を保存

できるよう、総合的に事業を推進してまいりたいと考えているところで

ございます。 

 先ほど市長の答弁にもありましたが、今後関係部局としっかりと連携

をし、整備に取り組むようにということの指示も受けておりますので、

引き続き努力をしてまいりたいというふうに考えておるところでござい

ます。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  文化財係も職員も少ない中で、教育委員会文化財係の職員が、本来の

業務に全力投球ができるようになることを願っています。 

 2番目の質問に移ります。防災について質問します。 

 安芸高田市では防災に必要な情報を地図に重ねて閲覧できるＷＥＢ版

ハザードマップのサービスが9月から開始されています。パソコンやス

マートフォンから土砂災害の危険箇所、河川の浸水想定区域、避難所の

位置などを確認することができ、とてもわかりやすいハザードマップに

なっています。6町全域の危険エリアなどが示されており、自分の住ん

でいる地域の危険個所なども簡単に見ることができます。 

 しかし、まだこのサービスのことを知らない方もたくさんおられます。

市民への周知と防災への啓発を図っていくためには、いろいろな機会を

通してハザードマップ活用の説明会などを実施されたらと思いますが、

考えを伺います。 
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○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「ハザードマップの説明会」についての御質問にお答えし

ます。 

 昨年度には、土砂災害危険区域と想定最大規模の浸水想定区域を合わ

せた安芸高田市版のハザードマップを作成し、私自身が各町を回って説

明会を開催したところでございます。 

 今年度9月には、土砂災害、洪水、地震のほかに、ため池についても

掲載したＷＥＢ版のハザードマップを作成し、ホームページから一般に

公開をしております。航空写真と重ねたり、縮尺を自由に変更して印刷

もできるよう整備をしたところでございます。 

 市民への周知といたしましては、広報あきたかた10月号に記事を掲載

をしたほか、自主防災組織での防災講和の際に紹介をしているところで

ございます。 

 市民の皆様方に、ハザードマップを有効に活用していただくためには、

大きな単位で説明会をするよりも、自主防災組織や振興会、自治会ある

いは老人クラブといった小さな単位で職員を呼んでいただき、説明させ

ていただくのが効果的と思っております。 

 御理解を賜りますようお願いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  先ほど市長が言われたハザードマップの説明会では、ハザードマップ

を見て自分の地域も安心できないんだなということで、びっくりしてお

られた参加者の人もたくさんおられました。今後は、そういう先ほど言

われたような、いろいろな機会を見つけて、ハザードマップの説明であ

るとか、防災についての関心を高めていくことを継続していただきます

よう、お願いいたします。 

 ＷＥＢ版ハザードマップは非常によくできてるんですが、見る人は限

定されていると思います。印刷したハザードマップを個別配布して、活

用するのが一番よいと思いますが、ハザードマップを市民に配布される

計画はあるのか。またあればいつごろになるのか伺います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  昨年、私自身でハザードマップの説明会をして歩いたんですけれども、

御指摘のように、各町内ですから、もっと細かい範囲のものがいいかも

わからんと。そして、防災理念が変わっとるんですよね。昔は市民の

方々、洪水が起こったら、家がつかるんじゃないかとかなってたんです

けれども、今ちょっとほかの概念も入ってきてるんです。そのことを市

民に優しく説明をしなければならないと思ってます。 

 どういうことか言うたら、例えば、ため池の危険性とか、今ごろ農業

が余りやらんために、ため池のいわゆる維持管理が怠ったりしてるんで、



108 

危ないもの、危ない水のたまったものが頭の上にあるということをみん

な忘れとってんですね。これ。そのことも、これは受益者負担というこ

とで、本来なら受益者が負担、管理しないといけませんが、そうは言っ

ておられないので、行政としてもアドバイスしていかにゃいかんと。 

 もう一つは、この安芸の国、この安芸高田は花崗岩で、いわゆる土石

流の起こりやすい国なんですよ。今ですね、呉市から安佐北区行ってま

すけれども、今度は安芸高田ですね。来てもおかしくないということな

んで、こういう土砂についての危険性もしっかり考えておかにゃいけな

いんで、今そういうことを危機管理課ではマップに載せてるんですけれ

ども、今までの概念が、やっぱりそういうことをしっかり市民に説明し

ないと、うちの家は大丈夫とかなってくるんで、こういう概念のもとに

このマップを説明していきたいと。マップは各戸別に配布するつもりで

すけれども、そういう啓発も兼ねながらしていかないと意味がないとい

うことでございます。 

 詳細は担当部長が説明しますけれども、こういうことは急ごうでとい

うことは、今申し合わせをしているところでございます。 

 よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  引き続き、答弁を求めます。 

 総務部長 西岡保典君。 

○西岡総務部長  ハザードマップの紙ベースのものの配布ということだと思いますけれ

ども、先ほど最初に市長が答弁いたしましたように、今年度の9月にＷ

ＥＢ版のハザードマップを作成し、ホームページ等で公表いたしておる

ところでございます。それにつきましては、加工ができて、打ち出しも

できるというものでございます。 

 お尋ねの紙ベースのハザードマップにつきましては、現在御承知と思

いますが、広島県において、高宮町と向原町において、土砂災害の危険

区域の指定に係る説明会をされております。先般完了したと聞いており

ます。これまで残る4町については、既に指定をされておるということ

で、今年度中に高宮と向原町の指定がされます。それを受けまして、そ

れらを含んだものを来年度配布できるように、今考えておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  既にしっかり準備されてるようなんで安心しました。 

 今朝のＮＨＫニュースでは、災害が発生すると、ＷＥＢ版ハザードマ

ップを見る人が急にふえてつながりにくくなるので、ＳＮＳの活用も検

討していると放送されていましたが、安芸高田市ではこのような検討は

されているのか、伺います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 総務部長 西岡保典君。 
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○西岡総務部長  私も今朝ほどそのニュース見させてもらいまして、ちょうど閲覧と言

いますかね、する時刻と災害発生する情報提供の時間がちょうど一致し

ておって、なかなかふぐあいが発生したという内容だったと思いますけ

れども。お尋ねの部分につきましては、昨日の他の議員さんの一般質問

でもお答えしましたように、各年代における情報の取得というものが、

総務省のデータによりますと、どう言いますか。インターネットも当然

なんですが、スマホによって、Ｆａｃｅｂｏｏｋであったり、ツイッタ

ーであったり、最近ではＬＩＮＥがほとんど占めとるようにデータでは

ございます。 

 それを受けまして、現在も検討しておりますが、お太助フォンによる

緊急告知もございます。そういった部分も踏まえながら、各年代層、若

い世代には先ほど言いました、ＬＩＮＥ等によって、一斉に情報の発信

ができる形。50代、60代以上については、お太助フォンでという各世代

に合った形での情報発信が必要じゃないかということで、今調査研究を

しているところでございます。また来年度あたりにかけて、さらに進め

てまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  次の質問に移ります。 

 大きな災害になればなるほど、みずからの安全はみずから守るという、

自助と同じように自分の地域は自分たちで守るという共助が重要になっ

てきます。家族だけでなく、地域でいかに早く、安全なところに避難す

るかということが求められます。そのためには、自主防災組織の活動は

大きなかぎを握ると思います。 

 安芸高田市では多くの地域で、自主防災組織がつくられていますが、

災害を経験した地域と、余り災害に縁のない地域は、災害意識にも温度

差があるように思います。 

 私は、防災訓練などを積極的にやられている吉田町の川向地区の自主

防災会の会長さんのお話を伺いに行きました。この地域は、平成18年に

台風による水害で、大きな被害が出て、それ以降、地域で取り組む防災

への意識が高まり、平成24年に自主防災会を結成して、活動を始めたと

いうことでした。 

 24年度以降の自主防災訓練実績を見させていただくと、毎年2回防災

訓練を実施されています。訓練内容も多岐にわたり、ＡＥＤや消火器の

使い方、土のうの袋詰め作業、過去の水害の検証や対策、避難訓練など

のほか、必要に応じて危機管理課の職員や市消防本部の職員を講師に招

いての防災に関する勉強会や実地訓練も実施されていました。また、避

難時には地域を3人から7人の班に分けて、それぞれの班に責任者を決め

て班ごとに避難できるように、避難マニュアルが細かく決められていま

した。会長宅には壁にハザードマップが張ってあり、お太助フォンの横
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には緊急時の連絡先の一覧表が置かれていました。近所の主婦の方に防

災会のことを尋ねたら、私たちの地域は会長さんが熱心に取り組んでお

られるので安心なんですよ、と言われていました。私たちの地域も自主

防災会を組織して勉強会もしていますが、活動のレベルの違いを痛感し

ました。 

 近年は、ゲリラ豪雨が多発しており、いつどこの地域が被災するかわ

からないのが実情です。市民の防災意識を高めて、組織全体のレベルア

ップを図っておくことが大切だと思いますが、自主防災組織のレベルア

ップのために、どのようなことに力を入れておられるのか伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「自主防災組織のレベルアップ」についての御質問にお答

えをします。 

 自主防災組織のレベルアップにつきましては、2年前から自主防災組

織等連絡会を開催いたし、未組織の地域も含めて、全ての地域の代表者

等に集まっていただき、防災の基本的な知識の研修、防災活動のお願い、

情報の共有などをさせていただいております。 

 また、昨年度は、広島県から講師を招いて、地域防災リーダー養成講

座を開催し、防災の啓発や自主防災活動を実践していただく91名の防災

リーダーを認定いたしました。引き続き、育成を図ってまいりたいと考

えております。 

 このように、補助金とともに県の事業や講師を活用しながら、また活

動事例などを情報共有しながら、市全体の防災活動の底上げに取り組ん

でいきたいと思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 行政といたしましては、この自主防災というのは、非常に最大の課題

であると思ってます。ただ、これは行政だけができるもんじゃないんで、

皆さん方の意識の中には行政がやってくれるからいいよと言うんじゃな

しに、行政は手を抜くと言うんじゃなしに、行政活動しますけれども、

初期の課題はやっぱり地元でやるというのが一番です。行政が行こうと

思っても、道路が混んで行けないとか、また多数発生したら消防車が間

に合わんとか、こういうこともございますんで、基本は自主防災によっ

て地域の方々が初期的な活動をしとくということです。こういうことを

今、心がけております。この意識の違いが地域にあって、防災活動の盛

んな地域とまだ自主防災組織のつくってない地域もあるんですね。これ。

だから、全体につくってもらわにゃいかんと。自分のことは、自治と言

って、行政が手を抜くんじゃなしに、そこを自治をしっかりやって、初

期段階をやってもらいながら、行政もちゃんと行くんだということです。

1カ所だけの防災の援助ならたやすいですけれども、阪神大震災みたい

に多数のところになっちゃうと、行かれんこともありますよ。ただ、そ

ういうことは自分自身、市民の方々が自己の責任において、しっかり初

期防災をやってもらうと。我々は、この自主防災をちゃんと組織運営が
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できるような支援をしていくと。もちろん、さっき説明しました防災教

育とか、そういう器具の提供とか、こういうことはしていかにゃいけん

と思いますけれども、一体となって、この大事な命を守っていくんだと

いうことをしていくと思ってますんで、御理解をしてもらいたいと思い

ます。 

 防災というのは、行政だけじゃないということでございます。一緒に

なってやらなければ、うまくいかないことでございますんで、御理解を

賜りたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  このたびの一般質問に当たって、危機管理課に再三話を聞きに行きま

したが、業務が多岐にわたる中、非常に頑張っておられるので、本当に

心強く思いました。 

 次の質問に移ります。 

 災害弱者への災害時対応については、昨日同僚議員が質問しているの

で、重複するところもあるかもしれませんが、質問させていただきます。 

 災害時に、みずから避難できない高齢者、乳幼児、障害者などの災害

弱者について、そのような方がどのくらいおられるかを把握して、どの

ように援護をして避難していただくかという準備をしておくことが重要

だと思います。個人情報保護との兼ね合いもあるとは思いますが、災害

時の避難に援護が必要な方は、どのように把握されているのか伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「災害弱者の援護」についての御質問にお答えをします。 

 本市においても、災害時に自力で避難することが困難な方が安全に避

難できるように、対策に取り組んでいるところでございます。 

 昨日も答弁をさせていただきましたが、障害の程度など、一定の要件

を基準にして、自力で避難できない方、避難行動要支援者の名簿に登録

し、災害時には、消防、警察、民生委員・児童委員、自主防災組織の方

に支援をしていただく、避難行動要支援者支援制度に取り組んでおりま

す。 

 現在の名簿は、一定の要件の方を中心に抽出したものでございますが、

要件に該当しない方が自力で避難できないという人をいかに把握し、名

簿に反映させるかが課題でございます。 

 個人からの申し出だけでなく、自主防災組織や民生委員さん、あるい

は生活支援員さんとともに情報を共有し、対応できる仕組みづくりを検

討してまいりたいと思います。 

 先ほど申しましたように、名簿の作成はしているんですけれども、

まださらに精度を上げないと実際に役に立たんと思ってます。また、こ

の弱者の中には、外国人の方もおられますんで、そういうことを踏まえ

たときの緊急時にどうするかということをシミュレーション、訓練を含
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めてしていかないと、いざ災害のときには、なかなか対応が難しくなる

んで、今後はこういうことを注意しながら、名簿の精度を上げていきた

いと、かように思ってます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  次の質問に移ります。 

 江の川では、洪水被害を減らすために、樹木の伐採、土砂撤去の国土

強靭化対策工事が行われています。これらの大がかりな工事により、江

の川の水の流れは大きく改善されるものと思いますが、多治比川や大土

川などに、どのような影響があるのか、また内水氾濫は改善されるのか、

伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「江の川の洪水対策として樹木の伐採、土砂撤去が多治比

川や大土川にどのような影響があるのか」との御質問にお答えをします。 

 現在、江の川で行われている樹木の伐採、土砂撤去につきましては、

近年、激甚化している災害により、全国で大きな被害が頻発している状

況を踏まえ、防災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策として、

国土交通省が実施をしているものであります。 

 樹木伐採、土砂撤去を行うことにより、江の川本川の流下能力が増大

し、河川水位の低下を図ることができます。その結果、多治比川や大土

川の支川から本川への流出も安定し、内水氾濫の低減も図られることに

なります。広島県におきましても、多治比川、大土川等の河川しゅんせ

つを実施すると聞いております。 

 本来ですと、河川改修を行い、抜本的な解決を行うべきではございま

すが、時間を要することから、早期に治水効果が発現できる土砂撤去を

今後も国、県に対して継続して要望してまいりたいと思います。 

 このたびの災害におきましても、多治比川、戸島川とか、大土川とか、

いわゆる県管理の江の川支川においても、なかなか河川改修が終わって

いないということがございます。そのことによって、市民の方々に避難

をする水準が、その頻度がたくさんやってきます。この雨量でも普通の

川だったらいいのに、戸島川とか多治比川だったら避難をしてもらうと

いうことになってますんで、これ抜本的には議員御指摘のように河川改

修です。ただ、河川改修と言っても、なかなか国、県にお金がないので、

当面は私が国、県に対して言っていることは、砂を取ってくださいとい

うことです。砂を取るということは、抜本的な解決ではございません。

当面、砂がたまるまでは流下能力を上げるわけですから、そういうこと

の要望をしていくんですけれども、なかなか抜本的には大きな河川改修

という大きなテーマでございますんで、安芸高田市のことでございます

けれども、直属管理者である建設大臣とか、県知事に要望していくのが

筋だと思ってますんで、この要望を怠ると言うんじゃなしに、その時間
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がかかるので、その間、何とか待たにゃいけんと。草刈りとか、堆砂を

取ることによって安全度を高めていきたいのが現状でございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  多治比川は大雨のたびに避難勧告が発令されているのが現状で、付近

の住民の方は非常に不安に思っておられます。 

 昨年度は多治比川の2カ所で土砂のしゅんせつが実施されましたが、

将来にわたって、安心できる河川改修については、どのように考えてお

られるか伺います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  当然、多治比川は県管理でございますんで、湯﨑さんに対して、河川

改修をしてくれということは、しっかり要望していきたいと思います。 

 県財政がまたよくないんで、そういうことを言うたら、小手先じゃな

いですけれども、砂を取ってしのぐとか、ということになってますけれ

ども、抜本的には議員の皆さんと一緒になって、河川改修の要望が必要

だと思います。これしていかにゃいけんと。 

 県のほうも道路つくってるんですけれども、河川改修をしてないため

に、今の多治比川のところの大山鉄工さんの前がどんどんつかるでしょ。

これどうしてか言うたら、河川改修してないからですよ。河川改修して

ないから、吉田口のところの県道へ砂がつかるということなんで、抜本

的な解決いうのは改修してもらわにゃいけんと。 

 このことも、なかなかお金とのバランスになってくるんですけれども、

どうあってもうちの市民を守るためには、改良の要望はこれからもして

いきたいと、かように思ってます。 

 何を先駆けても、いわゆる警報を出す頻度が高いというのが気に入ら

んですよね、私も。普通よその河川改修であれば、普通の流れなんです

けれども、うちの川、すぐに警報出さにゃいけんのです。断面が足らん

からですね。洪水の川の水位に対して出してるわけですから、改修しな

い限り頻繁に住民の方々に警報出すということになりますんで、こうい

うことはしっかりと議会とか私と行政とか一体となって、国、県に要望

しながら早期な河川改修を図っていく必要があると思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  住民にとっては、安心、安全が第一ですから、引き続き、国や県への

要望をよろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 治水は治山からとよく言われますが、近年山の手入れをしなくなった

ため、山が荒廃し、山のダム機能が低下したことが洪水や土砂災害が多

発する要因と思われます。日本治山治水協会の津元専務さんに聞いたお

話は、非常に印象に残っています。山は、緑のダムと言われており、空
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気をきれいにするだけでなく、雨が降ったら水を蓄えて、少しずつ谷か

ら川へ水を送っていくというダムの役割をしています。木のないところ

に木を植えたり、下草を刈ったり、間伐をして光を入れやすくすること

で、下草もよく生えるようになります。山の管理や手入れをすることで、

山の保水力が増して、木の根っこが強くなって土砂崩れも発生しにくく

なります。木のあるところと、木のないところでは、土が流れる量が約

3倍違うと言われています。多くの人が山の大切さを認識して、みんな

で山を管理するようになれば、山のダム機能は確実に向上するので、必

ず防災、減災につながってくるというお話でした。郡山城の整備や維持

管理にもつながる話だと思いました。 

 私は先日、県の林務の仕事に長年携わってこられた方と郡山城に登り

ました。「郡山城は確かに荒廃がひどいが、今ならまだ回復できる。郡

山城をみんなの手でしっかり手入れして、今の10倍の観光客が来るよう

にしましょうや。私もお手伝いをしますよ。」という話をされました。

ありがたい話です。その方と山の話をする中で、「安芸高田市の森林が

水を蓄えるダム機能は、土師ダムと比較したらどれくらいになるの

か。」という質問をしたら、「それは、ちゃんとした計算式があるので、

家に帰って計算してからメールしてあげますよ。」と言われ、その日の

うちにメールが入りました。安芸高田市の森林が雨や雪などで降った水

をためる働きを土師ダムの貯水量と比較したら、森林が年間蓄える水の

量は土師ダムの約61倍という数字が出てきました。山の維持管理がいか

に大切かということが、よく理解できました。計算式の最後にメッセー

ジが書かれていました。「適正に管理された森林は、水を蓄える機能一

つからでも、このように大きいことがわかります。このほかにも森林の

役割は、国土の形成や生活環境の保全、安らぎや憩いの場の提供、地球

温暖化防止などにも貢献するなど国民の生活に深くかかわっています。

これらの適切な管理により、森林の有する多様な機能の維持、向上を図

るためには、行政はもとより、全市民と一体となってワンチームになっ

て森づくりに取り組むことが大事であると考えます。」と結んでありま

した。 

 浜田市長は、この12年間で随分多くの事業に取り組み、成果を上げて

こられました。昨年度から、昔のように、人が山の中に入っていくよう

な、山の事業に取り組むということで、森の学校プロジェクトをスター

トされましたが、山の事業を継続して、森林資源の適切な管理により、

水害や土砂災害を未然に防げるよう、里山管理の取り組み、すなわち安

芸高田市の森づくり事業を10年、20年、30年という長いスパンで推進す

る必要があると思いますが、市長の森づくりへの考えを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「防災における里山管理の取り組み」についての御質問に

お答えします。 
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 近年、森林が十分に手入れをされず、放置と荒廃が目立ちます。森林

災害の中には、山地崩壊による土砂災害も発生しております。 

 要因として、間伐をされなかったことで木の幹が太らず、木が根を張

らず、降った雨が地下深くまで浸透せず、表面の土壌流出などが考えら

れ、放置され、荒廃した森林の対策が課題でございます。議員御指摘の

とおりでございます。 

 これらの課題解決のために、今年度、森林経営管理制度が創設されま

した。この制度は、経営管理がされていない森林と市町が仲介役となり、

森林所有者と林業経営者をつなぎ、森林を管理する制度です。この制度

を充実させ、森林資源の適正な管理を図りたいと考えてます。 

 このたび、皆さんが払っている森林管理制度というのは、森林税とい

うのがあります。このことを、この地球温暖化という大きな地球環境の

観点から設けられた制度でございますけれども、この安芸高田市、山が

多いんですから、この制度を利用して、活用をしていかにゃいけんと。

そうすると、都会に負けない事業の活性化ができると。今、企業誘致と

かやってますけれども、同じような効果も出てくるということなんで、

この制度をいかに利用するかと。そのために、市民の土地所有者の理解

が要ると思いますけれども、この辺のことを市民啓発もかけていかにゃ

いかんと。今回の法律では、例えば、地権者がおられなかったら、法的

に手続をすれば、仕事ができることにはなってますけれども、こういう

ハードルを越えながら、活性化につなげていきたいと、思ってます。 

 私、これから事業を一度やれと言われたら、最重点事業としてやって

みたいと思ってます。これが市の活性化につながる大きな事業になると

思います。お金のほうも森林税という形で、皆さんから徴収するわけで

すから、このことを有効に活用しながら、議員の御指摘のように、防災

とか観光とか、いろんな地球温暖化とか、そういう大きな機能を持った

森林を大切にすることは、大切なことと思います。 

 議員と同感でございます。しっかり森林を活用した活性化に取り組ん

でいきたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 芦田宏治君。 

○芦 田 議 員  市長の山への考えを聞いて、とても心強く思いました。 

 先ほど話をしましたが、市外の方が安芸高田市の山や郡山城を守るの

を手伝っていただくという話を聞いて、自分もこのままじゃいけんと思

って、先日、チェーンソーとヘルメットを購入する予約をしました。来

年は、小さい木の1本や2本は切って、私も少しでも役に立ちたいと思っ

ております。 

 山を行政や市民が一体となって維持管理をしていくことが、温暖化防

止にもつながり、防災につながり、鳥獣被害対策にも必ず結びつくと思

います。山を守っていく事業は、子や孫の時代はもちろんのこと、後世

への安心、安全という最大の贈り物になると思います。まだ市長の任期
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は4カ月もあるので、山を守る事業に勢いをつけてください。浜田市長

らしく常に新しいことに挑戦して、最後まで全速力で駆け抜けていただ

くのを期待して、私の一般質問を終わります。 

○先 川 議 長  以上で、芦田宏治君の質問を終わります。 

 この際、11時10分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時５７分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○先 川 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 7番 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  7番、無所属、石飛慶久です。 

 まずもって、市長さん、3期の任期途中で、市長をこの期限りという

決断をされましたこと、長として、本当に長い間、御尽力していただい

たことに深く感謝し、残りの4カ月間、市長として、長として、しっか

りと本日の答弁もいただきますことを期待しまして、私の一般質問を始

めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 大枠1点についてお尋ねします。 

 市税について。市税というのは、自主財源3割自治と言われている本

市にとって、本当に基本の部分だと思います。この基本の部分について、

質問させていただきます。 

 地方税法に基づく市税の条例規定のあり方、または国の法整備のあり

方を念頭に置き、以下のことをお伺いします。 

 （1）このことは中国新聞で偶然、去る11月23日に掲載された記事が

ありました。住んでなくても住民税っていう題目の記事です。（1）と

しまして、本市において、市内に事務所、事業所または家屋敷を有する

個人で、市内に住所を有しないものの市県民税の賦課状況を、まずはお

伺いいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「市内に家屋敷を有する個人に対する、市内に住所を有し

ないものの市県民税の賦課状況」についての御質問にお答えします。 

 条例では、市内に事務所、事業所、または家屋敷を有する個人で、市

内に住所を有しない人に対して、市民税の均等割額を課することとされ

ておりますが、毎年1月1日現在、当該家屋敷に居住しているか、老朽化

により居住できる建物であるかの確認等の実態を把握することが困難で

あり、税負担の公平性を担保できないため、現在のところ課税をしてい

ないというのが実情でございます。 

 御理解を賜りますようお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 
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 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  生活状況が確認できないということですが、多分、税務課のほうでは、

1月1日の登記のほうの確認はされてると思うんですね。毎年。それと現

況との整合性が合わんという、答弁だったと思います。 

 これは、全国的な課題だろうと思います。その敷税というものは、広

島県内においては、その敷税を取ってるのが3市あるという状況ですね。

そういうことがあるという、ただし市条例では取るんだよということも、

次の3番の質問になりますので、余り深堀をせずに、2番目の質問へ行き

たいと思います。 

 家屋敷税とは具体的に何か、また家屋敷税は、市内在住者に、賦課さ

れているのか、家屋敷税を賦課されている方はおられるのかをお尋ねし

ます。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「家屋敷課税の内容」についての御質問にお答えします。 

 家屋敷課税とは、市内に事務所、事業所や家屋敷を有しており、市外

に住民登録がある個人に対して行う課税であります。 

 これは、市民でなくても、市内に有している建物について、道路、水

道、防災といった行政サービスを受ける機会が生じるということから、

一定の負担をしていただくものであります。家屋敷課税は、市内在住者

に賦課されるものではなく、市外に住所を有する者に賦課されるもので

ございますが、本市におきましては、先ほど回答いたしましたとおり、

家屋敷課税は賦課をしておらんのが現状でございます。 

 御理解を賜りますようお願いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  家屋敷税と言ってましたが、正しくは家屋敷税という言い方なんです

ね。まずは訂正させていただきます。 

 家屋敷税というものを全く賦課されてる方はいないというのが本市の

あり方だということですね。それは一応確認いたしましたので、次の質

問にいきたいと思います。 

 市県民税の実態と市税条例、規則との整合性をお伺いします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「市県民税の実態と市税条例・規則との整合性」について

の御質問にお答えします。 

 安芸高田市税条例では、市内に事務所、事業所または家屋敷を有する

個人で、市内に住所を有しないもの、市内に寮等を有する法人で当該市

内に事務所または事業所を有しないものについては、市民税の均等割を

課するよう規定をされております。 

 しかしながら、毎年1月1日現在、当該家屋敷に居住しているか、老朽
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化により居住できる建物であるかの確認等の実態を把握することが困難

であり、税負担の公平性を担保できないため、現在のところ課税をして

いないということが実情でございます。 

 今後、他の市町の状況を見ながら、検討してまいりたいと思っており

ますので、御理解を賜りますようお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  本当、地方税法というものも昔からあった税法だと思います。昭和27

年だったかな。つくられて、それからその当時の状況というものがあっ

たんだろうと思うんですね。確かに市民税を払って公共の施設等に資す

るときに協力しなさいという形の税金だろうと思います。 

 先ほど市長もはっきりと答弁されましたが、実際には家屋敷税という

ものは賦課する条例になってるのが現状だけれども、全くそれは賦課は

されてない。理由は先ほど言われたような状況なんでしょうけれども、

じゃあそんなものが現在要るんだろうかどうだろうかという議論も、し

っかり検討しなくちゃいけないし、家屋敷税というものが固定資産税と

何かオーバーラップしてるんじゃないかという不自然性もありますよね。

本市では、現在は国保も資産割合は外しました。昔は、本市では国保税、

資産割合があるっていうんで、固定資産税と重複する二重課税みたいな

感じのところがあったけれども、今はそれが修正されて、資産割合がな

くなりました。 

 であるならば、この家屋敷税、これも何か二重課税みたいな感じのあ

るもの、本当にこの市税にしても必要でなければ、外してもいいんでは

ないかと。他市町の状況を見ると言われましたが、これは本当は地方か

ら現場から声を出していってもいい話ではないかなと思いますね。 

 ということで、市長の思いを一言いただければと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  この家屋敷税が妥当か、あるべきかどうかという議論をこれからもし

ていかにゃいけんと思います。これを踏まえた上で、例えば税の公平性

をするための住んでおられる方の実態の把握がどうしたらできるかとい

うことも合わせて検討しながら、この制度については慎重に検討してい

きたいと、かように思ってますんで、御理解してください。 

 今まで検討しないというのは、行政の怠慢じゃ言うたら、怠慢かもわ

かりませんけれども、他の市町もこういう事例が多かったということで、

おいおい理解してもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  本市もやっぱり法に基づく法令遵守の自治体でございますので、法が

不整備であれば、条例も改正し、家屋敷税なんか取らないよということ

であれば、しっかり明文化するとか、いう形を本当に早急に検討して全
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国の中でも本当に確固たる自治体であるということを示すためにも大切

ではないかと思います。 

 ということで、その辺を先ほどお約束いただいたということで、次の

質問にいきたいと思います。 

 4番、総務省のオープンデータによると本市の平成30年度における固

定資産税の課税標準額・法定免税未満は、土地が8億5,646万5,000円、

家屋が1億5,768万9,000円。筆数または棟数は、土地が3万1,261筆、家

屋が2,365棟です。固定資産税における土地、家屋の免税点を思い切っ

て廃止したらいかがでしょうか。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「固定資産税の免税点の廃止」についての御質問にお答え

します。 

 固定資産税の免税点とは、固定資産税の課税標準となるべき額が一定

額に満たない場合に課税することができない額のことを言います。土地

にあっては30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円と、地方税法で

定められておりますが、財政上その他特別の必要がある場合においては、

市の条例の定めるところにより、免税点に満たない場合でも固定資産税

を課することができると規定をされております。 

 現在のところ、広島県内においては、課税標準額が免税点未満である

場合に、固定資産税を課税をしている市町がございませんが、他市町の

状況を見ながら検討していきたいと思いますので、御理解を賜りますよ

うお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  さっき他市町の状況を見ながら、ということで、回答いただいたんで

すが、まずその免税点をもし思い切って廃止したらどうなるかというシ

ミュレーションもしていただいたらもっとおもしろかったと思うんです

が、まず数値のほう大丈夫だったと思うんですが、免税点の総額、これ

総務省のオープンデータですから、ビッグデータと言うんですかね。公

共機関が出てるからオープンデータと言うわけですよね。これをどんど

ん有効に利用していくということが、今のそういう時代に合ったサテラ

イトオフィスじゃないですが、ビッグデータを活用したまちづくりにな

ってくるんだろうと思います。 

 もし土地を免税点を廃止したら、固定資産税が大ざっぱですが、

1,199万1,000円です。家屋だったら220万8,000円。総額1,411万9,000円

というものが、これ全部入っての数字ですけれどもね。入ると。多分税

務課のほう、私が数値出してますから、あらかた筆数とか、棟数とか区

分けして分析してると思います。 

 市税の収入がふえるという観点では、どのように思われるかを、まず

お伺いしたいと思います。 
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○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  市税がふえるということには越したことはないんですけれども、この

ことによる影響とか、自信がないと言うちゃおかしいけれども、行政よ

く言うことですけれども、他市町の状況見ながら判断してもらいたいと

思います。我々の勉強不足なんで、これから勉強して、しっかりと適正

な対応をしていきたいということで御理解してもらいたいと思います。 

 行政用語で他市町とはよく言うんですけれども、間違いであれば、ま

た他市町があっても、しないんで、この市町において、そういうことが

市民に対して、その適切なことかどうかいうことの判断材料が、ちょっ

とないんで、ここらの勉強をさせてくださいという意味でございますん

で、御理解してもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  市長も発想力の人で、思い切った発想で、いろんな事業を展開してい

ただきました。これは事業と言うよりは、基礎部分の財源の取り方の手

法だと思います。ここも思い切って、他市に負けないぐらいリードをし

てやるぞという、気構えでやっていただいたら相当にインパクトの強い

ことだと思います。県内では、この固定資産税の免税点を廃止したとこ

ろはまずはないと。全国であるかないかというのは、確認が取れないと

いうようなことだろうとは思いますが。であるならば、本当にこの今の

家屋敷税の関係とか考えると、本当に税法的にも、ちょっと本当に見直

すべき部分だろうと思います。 

 この税法の何で免税点ができたかという部分だと思います。結局この

地方税法とかいうものは、昭和25年度につくられたものですよね。その

ときから、もう免税点というもの、30万という枠があったんだろうと思

います。となると、その30万の枠、昔は多分手書きで固定資産税評価を

して、抜粋して計算して、手間がすごくかかったんだろうと思います。 

 でも、今はもう固定資産税の評価と税額なんか、瞬時です。時間もか

からない。お金もかからない。ましてや、先般10月の予算委員会の中で

質問が出て、御回答をいただいたところでは、納税通知書の封入作業、

委託料、1通につき、固定資産税だったら50円。県民税だったら37円と

いう経費がかかります。50円の経費がかかるんだったら、100円税収が

あればいいわけですよね。上はある。 

 そういうことを考えると、評価額が20万だったら固定資産税が140円

もらえるんです。課税価格が15万だったら70円。10万円だったら10円。

でも、私の場合は、もういっそのことゼロにしろと。ゼロにしても、こ

れは公平性の観点からいけば、当然いただくものはいただくという考え

をすべきと。家屋敷税というものを賦課してない以上、土地をお持ちで

あれば、当然税金を払いなさいと。電力代でも2円での請求書来ますか

らね。そういうことを思ったら、思い切ってやるべきだろうと思います。 
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 再度市長に質問したいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  御指摘の趣旨はよくわかりますけれども、行政がやるとすれば、ここ

で単にやるとかやらんとかじゃなしに、ある程度の自信、確証を持って

いきたいと思うんで、私こう答弁してるんでございますけれども。こう

いう提案をなされたということは、進歩でございますんで、このことで

やるとかやらんとかいうのは、また皆さん方に提案していきたいと思い

ますけれども、こういう問題意識が今までなかったということなんです

よね、要は。 

 私、吉田町時代からやってますけれども、全然こういう問題出てこな

かったと。市長になってからも、こういう問題出てきたの今回初めてな

んで、こういう問題提起を受けて放っとくんじゃなしに、足元におかん

ように、検討もしていかにゃいけんという認識でございますんで、御理

解をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  本当いろんな問題があるということ、固定資産税をかけるという賦課

をするということには、慎重にならざるを得んということがあるんです

が、私の目的とするものは、次の5番の質問に通じてくるんですが、ど

うして免税点を廃止するべきかというのは、やっぱり税金払わなくてラ

ッキーだという声も結構あるみたいなんですね。 

 ということは、やっぱり税の不公平性が如実にあらわれているという

ように思えるという状況が全国的にあるんだろうという状況です。 

 5番目の質問に移っていきたいと思います。 

 近年、土地の所有者が死亡しても相続登記がされないことなどを原因

として、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、または判明して

も連絡がつかない土地が生じ、その土地の利用などが阻害されるなどの

問題が生じています。そのため、政府においては、経済財政運営と改革

の基本方針2018などで、相続登記の義務化等を含めて相続などを登記に

反映させるための仕組み、登記簿と戸籍等の連携などによる所有者情報

を円滑に把握する仕組み、土地を手放すための仕組みなどについて検討

し、2020年度までに必要な制度改正の実現を目指すとしています。 

 課税主体の本市として、収納率を下げる原因である旧態依然とした地

方税法、または不動産登記法に翻弄されているように思います。国・政

府等に不動産登記の申請義務化要望を出すなど、積極的に行動をとるべ

きだと思いますが、いかがでしょうか。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「所有者不明土地」についての御質問にお答えをします。 

 議員御指摘のように、土地所有者が死亡して相続が開始されても、相
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続登記がなされない固定資産は年々増加をしております。 

 この場合、相続人を調査する必要がございますが、調査には相当の時

間と労力を要し、調査の結果、相続人が判明し、納税のお願いをしても

納税に応じていただけない場合や、調査の結果、相続人が不存在である

場合には、納税通知書が送付できないといった状況となります。本市と

しても苦慮をしているところでございます。 

 また、長年、相続登記をせずに放置していたため、不動産を処分する

場合において、相続人の数が多くなり、また相続人の一部が行方不明等

により、処分することができないため、公共工事にも支障を来す恐れが

ございます。 

 このような状況を解消するためには、相続が発生した場合に、相続登

記を義務化するなどの仕組み、制度改正が必要であり、申請義務化につ

いて、国等へ要望をしていきたいと考えております。 

 さっき議員御指摘のように、この課題については国のほうも検討を始

めてますけれども、具体的にこうせいという通知はないんですけれども、

大きな日本の課題だと思いますよね。これを私が先駆けてやるというの

もいいんですけれども、課題として受けとって、どのようになっとるん

かということは、今後担当部長に聞いてみたいと思います。そういうこ

とで、御理解をしてもらいたいと思います。 

 この小まい町が日本を先どってから、先に行くというのも、私の意図

するところなんですけれども、なかなか課題が大きいような気がします

んで、御理解してもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  今市長はこういうことを実際してみたいという本心をちょろっと言わ

れたんですが、じゃあ花道として、ぜひやっていただいたらどうでしょ

うか。最高なチャンスだと思います。これは今、これもたまたまですが、

12月3日に法務省の諮問機関である、法制審議会が答申を出しとりまし

た。相続登記の義務化、罰則もという、これは本当に走りと言うか、ち

ょうど火がついてるときです。現場から、やっぱり声を上げんと、地方

から国を変えるという、最たる市長の意図するところですよ。どうでし

ょう。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ここで、白黒の判断をしてあげたいんですけれども、議員そこまで言

われたんで、約束を一つしたい。このことを県は無理じゃろうから、国

に対して、どういう考えかとか、どういう方法かということは確実に聞

いてきます、今度。そのことを答弁したいと思いますんで、御理解して

もらいたいと。これは私の今言える最善の答えだと思うんで、国に対し

ては、そういうことも訴えて、ちゃんとどう考えとるんかとか、こうい

う課題がええとか、国はいついつこうするよとかいう答えがいただける
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と思うんで、そのことをまたお返ししたいと思います。 

 これ議会じゃのうても、個人的にもお返ししたいと思いますんで、よ

ろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  本当に力強い答弁をいただきまして、期待しております。ただ、心配

なのは、やっぱり滞納率が上がるだろうというのが、現場ではあると思

います。はっきり言うても、相続人がわからんという部分ではなくて、

それを探し歩くという作業がふえていくわけですよね。筆数をふやすと

いうことは。パイが大きくなるわけですから。 

 ただ、今現在でも不動産登記をしてなくて、免税点以上でも手間をか

けてる人がたくさんいると。でも、収納率はすごく上がってるんですよ

ね。アップしてる。努力してる。結局は登記をやってないということが

原因で、現場が困ってる。これは本当に本市だけではなくて、全国各地、

そういう今まで不動産登記が申請制であって、義務化されてなかったと

いうのが原因です。そこを強く考えつつ、現場でこれをやったらどうい

う状況になるかというのを想像してみて、結果は多分税金が賦課されて

払ってくれる、本当に普通の人、税金がかかっても、そんなもん払える

かという人は絶対いると思います。余り今の状況と変わらないと思いま

す。その辺はどのように想像されるか。市長、もしくは担当部局で、ど

がに思われるのか。いかがでしょうか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 副市長 竹本峰昭君。 

○竹本副市長  確かに相続の課題、相続、これを義務づけるという方向が私は一番だ

という方向だと思います。と言うのが今でも、親が亡くなられて、じゃ

あ相続をきちっとしてなくても、税は賦課していっとるんですよね。ど

のような仕組みでやっとるか言うたら、今の中では納税管理者というこ

とを届けのときに、誰がこの固定資産税等を、まずは権利が確定してな

い中にあって、誰が納めていただけますかという形で、現在は対応して

いるから、今は賦課しても徴収できとるというのが実態です。 

 先般来、議員御指摘の免税点の課題等にしても、確かに昭和の後から

の制度のものがずっとありますから、免税点に多くなってる不動産等と

いうのが、やっぱり相続者が確定できてない、不動産がやっぱり一番多

く免税点の以下としての取り扱いがふえていっとる実態があるんではな

いか。そのように推測できるところです。 

 そういった中にあって、やっぱり相続というのは、本来なら権利者に

権利に応じて課税すべきところがそうはなっていってない実態があるか

ら、やっぱり今国も検討しとりますように、相続等の法的義務化、こう

いった形がもっと議論されて、やっぱり位置づかれるべきではないかと、

そのほうが公平性な税の賦課にもなっていくんじゃないかというように

考えとります。 
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 以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  先ほど市長も副市長も義務化はすべきだというように、はっきり言っ

ていただいたので、これ以上何も言うことはないんですが、言っていた

だければ言っていただくだけ、反対のことも想定しながら、私も現場の

方に負担がないようにしてあげなくてはいけないかなと思う部分なんで

すよね。 

 だから、実際にやった場合、どうなるか。あとはそのインセンティブ

って言うんですか。本当に前向き的に、今法制審議会では、はっきり罰

則だけなんですね。罰則だけではいけないと。今度は市からプレゼント

ですよね。市内に在住じゃない方にも、そういうメリットがあるよとい

うものも必要になってくると思うんですね。 

 そういうものも、加味しながら、進めていかんと、市の魅力がない。

そういったものが定住につながってくると思うんです。免税点を枠を外

したら、定住と逆行するんじゃないかという発想もあると思うんです。

でも、逆に、免税を外して14円でも払う。税金を払ってくれるような人

に、定住へ、移住をしていただくと。 

 全く税金かからないでラッキーだという人が、移住者になってもらっ

ては、安芸高田市としてはメリットがない。これは、ある種、市長のほ

うから執行部のほうから、定住対策に反するから、こんなもんすべきで

はないという答弁が帰ってこないかなという危惧心があったんですが、

その言葉が逆に出ないから、逆に私が問うてみたいと。定住と移住に対

する逆になるかどうか。その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 副市長 竹本峰昭君。 

○竹本副市長  税の課税のことに関しての中で、免税点等の中で、移住、定住等の阻

害要件になるという思いはしておりません。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 石飛慶久君。 

○石 飛 議 員  ありがとうございます。明確な答弁いただきました。 

 ということで、ぜひ市長、これ自分の花道を飾るんだと思って、ぜひ

執行のほう、早急にしていただきたいと思います。 

 ということで、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○先 川 議 長  以上で、石飛慶久君の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 8番 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  8番、児玉史則です。 

 通告に基づき、大枠3点の質問をいたします。 

 まず第1点目ですが、第1点目は財政健全化計画の歳出について伺いま
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す。 

 財政健全化計画の第一次改訂版は、平成22年度から平成31年度までの

10カ年の計画が策定されておりましたが、平成29年度に第二次改訂を行

い、見直しをされています。 

 第一次改訂から8年後に二次改訂をされたわけですが、歳出計画では、

二次改訂見直し前の平成28年度以前の数年を見ても、一次改訂で示され

ている数値と実態が余りにかけ離れております。財政健全化計画におけ

る歳出計画と、年度年度の当初予算の整合性をどのように捉えられてい

るのか、また8年経過した時点での見直しは、時期として適正と考えら

れているのか、市長のお考えをお尋ねいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「財政健全化計画における歳出計画の数値と、実態とのか

け離れ、当初予算との整合性等」についての御質問にお答えします。 

 本市はこれまで、今後想定される市を取り巻く状況変化と交付税の減

額による財源不足の中で、将来にわたり、健全で安定した財政運営を確

立するため、第1次、第2次の財政健全化計画を策定してまいったところ

であります。 

 そうした中、国の経済政策や新たな社会状況の変化に対応するための

追加事業等の実施により、計画数値と予算・決算がかけ離れた年もござ

います。 

 また、見直し時期については、毎年度の決算期での見直しが最適でご

ざいますが、これまでは新規の大型事業の実施等を一つの判断時期と考

え、改正を行ったところであります。 

 今後につきましても、市の財政状況を見定めながら、計画の策定を慎

重に対応してまいりたいと考えております。 

 我が町は3割自治で、自分が勝手に財政計画立てたからといってその

通りできるわけがないんですね。他力本願なるわけですから。だから、

そういうことは社会状況に応じて、絶えず変えていくというのは常識的

な話なんで、御理解してもらいたいと。これが、当初と変わっとるかど

うかといって、勝手に自分が決めた通りになるんだったら、政府も国も

要らんわけですけれども、そういうとこに行かんとこに今我が市の町の

難しさがあるということは御理解してください。よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  市長は来年の4月で御退任ということですから、これまでの在位期間

における御自身の評価と今後の進め方ということにちょっと重点を置き

ながらお話を伺ってみたいと思うんですが。 

 先ほど、国の予算の追加があったりで、なかなか整合性がとれんとい

う話でしたが、オーバー分が財政健全化計画の平成27年度を見ても、

179億円が健全化計画で出とるんですが、一般会計の当初予算は199億。
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20億円のオーバーですね。28年度になりますと、健全化計画では170億

円なんですが、当初予算は193億円と。23億円のオーバーになっておる

わけです。また、それ以前を見ても、計画内におさまらない当初予算と

なっております。 

 決算が財政健全化計画に対してオーバーするなら、これはまだ理解で

きるんですよ。ところが、実際には計画、財政健全化計画に対して、は

なから当初予算がオーバーしてくる。先ほど言いましたように、20億と

か23億、そうなってきますと、これは財政健全化計画が形骸化しておる

と言わざるを得ん状況じゃないかと思います。 

 また、前回の同僚議員の質問にもありましたけれども、行政改革大綱、

第3次行革が平成31年で終わるということでしたけれども、これまでの

行革の効果もしっかりと説明されておるんですが、結果として当初予算

には全くあらわれてこないわけですね。一体どこにあらわれてくるんだ

ろうかと。本来であれば、財政健全化計画の歳出に、当初予算が少しで

も近づいてこないと、そこに結果が見えてこないんじゃないかと思うん

ですね。こういったところを行政のトップとして、どのようにこれまで

評価されておるかを伺ってみたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  財政健全化計画でも、絶対やらんにゃいけん事業もあるわけです。効

果のある事業とか。光ファイバーなんかそうなんですね。そのときに突

然上がったというのは。前の政策の中にやらんようにしてあったわけで

すからね。だから30億上がりますので、絶対に。ただ、これをやらんか

ったら、世の中についていかれないということですよ。医療とか、今の

企業誘致も全然相手にされんということなんで、これは上がったといっ

ても、これは必須の課題でやったということなんで、これ絶対。これは

先を見据えたことなんです。 

 今後も、今のとおり、真面目に赤字になるようにやったとしても、自

然的に人口が10年間で減ってくるということは確かです。3万とか。そ

うすると、一つの町がなくなるということなんですよ。そうすると、今

の体力のあるうちに、知恵を出し合うて、やっぱりこれから来る仕組み

づくりをしていかないといけないと思うんですよ。 

 これまでの財政では、それが見えなかったから、見えるようにしたら、

その結果必要事業がふえたということで御理解してもらいたいと思いま

す。このことの成果が出んかったら私の責任でございますので、見方が

誤ったということになるんですけれども。道の駅にしても、金はかけた

けれども、今までやらんかったよりかは成果が出るというように、私は

判断してます。 

 だから、真面目に、何もやらんこうにといくことではなく、挑戦的に

やっていくというのは、やっぱり行政の責務だと思ってます。そのこと

が市民の負託に応えることになる。黙って真面目にやって、この町が10
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年間で、もう既に15年たってますから。もう4,000人近い人口減ってき

よるわけです。放っとったらまた減りますよ。当然、向原町、高宮町、

10年後なくなってきよるんです。この実態を捉えたときに、どういう手

をうつべきかということは、私も考えにゃいけんけれども、議員の皆さ

んもそういう方向で協力してもらわにゃ困るということです。これが、

私は行政だと思ってます。 

 だから、当初計画にはそういうことが見えなかったということで御理

解してください。最初はですね。だけれども、社会状況なんか見ている

と、これは交付税も減ってくるよと、過疎債も危ないんだといったら、

今こそ、ここでいわゆる生きる道を探していかにゃいかんと。どうしよ

うかと。いう考えで、今支出もしたわけでございます。決して無駄遣い

じゃないと思ってるんですけれども、議員御指摘のように、計画どおり

やっていくというのは、行政の使命ですけれども、そのときの社会状況

の判断が、そういうことを誤っておると、なかなかその基本どおりにい

かないということです。 

 皆さん方は、そういうようなことの観点で金を使ったというんじゃな

しに、議員の皆さん方もこの投資が、将来的な投資がどのくらいあるか

という観点から、やっぱり意見をもらいたいと思うんですよね。金使う

たということじゃなしに。そのことを一緒に議論してもらいたいと思っ

てます。 

 私もこのことをしっかりこれからやってないと、この町の経営はでき

んと思います。このままやるんだったら、誰でも、お地蔵さんでもええ

です。そのかわり、確実に10年たったら一つの町がなくなりますよと言

ってるんです。そのことはしっかり行政と踏まえて、なくならんように、

体力のあるうちに、少し頑張ってみようということが、私の基本方針で

ございますんで、御理解をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今市長がおっしゃるように、いろいろな事業が出てくると。それは決

して、それを否定しとるわけじゃないんですよ。問題は、財政健全化計

画の数値の立て方の問題だろうと思ってるんですよ。 

 今おっしゃるように、いろいろな事業が出てくると、健全化計画を見

直さないといけないわけですよ。あくまでそれが出とると、その数値を

追っかけるわけですから。そうすると、先ほど言ったように、8年間放

っとる状態がいいんですかということを考えていただくと。 

 それから、予想しうる事業が健全化計画にやっぱり織り込まにゃいか

んだろうと思うんですよ。今回なんか、昨年7月に災害が起きましたが、

今の気候変動見てみると、恐らくこれは毎年起こるというぐらいの想定

をして、健全化計画に当然費用を織り込んでいかにゃいかん。あるいは、

団塊の世代が2022年からですか。後期高齢者に移行してくると。これら

も見ると、ある程度の想定をしていかにゃいかんわけですよね。それか
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ら、働き方改革によって、職員さん、非正規公務員の人件費も、これも

増加してくる。こういうようなもんを織り込んで、財政健全化計画の数

値をいかに精度を上げるかということが私は一つの大きな課題だと思っ

とるんですよ。それを今後、財政健全化計画を策定されるうえで、もう

少し精度を上げていくと。そういう努力が必要なんじゃないかと思うん

ですが、御答弁をお伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  全く議員御指摘のとおりなんで、そのときの判断をどう誤ったかとい

うことなんですよ。だから、素直に、事象が変わったら早い時期で計画

策定をしなければならない。策定を延ばしたということは、行政の過ち

であると思うんで、今後そういうことがないように、気をつけていきた

いと。 

 どの町も、健全にすぱすぱやっとるわけじゃないんで、安芸高田市も

そういう指摘があったということは、この反省を踏まえて、今後は計画

を立てていかにゃいかんと。ただ、結果的に、変更したことが正しく言

えることも判断していかにゃいけんと。悪ければ、そこでやめんにゃい

けんということですね。だから、そのことも踏まえながら、計画自体は

ちょっと誤りがあったかもわからんけれども、変更ということは理解し

ていただきたい。ただ、行政とすれば、素早く計画変更しながら、対応

していくのが財政運営の筋だと思っております。これは反省点だという

ことです。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  ぜひそういうことをしていただきたいのと、やはり健全化計画の計画

に対して、歳出のほうがオーバーするというのは、ここは理由をしっか

り明確に述べられればいいんだと思うんですよ、いろんな事情が出ます

から、当然。ただ、計画に対しては、ぜひ当初予算は合わせていただく

よう、お願いして、次の質問に入りたいと思います。 

 2点目は義務的経費について伺います。 

 義務的経費は財政の弾力性を確保するためにも削減が必要不可欠で、

その中でも人件費は、職員適正化計画に基づき削減をされてきています

が、一方別の見方で人口一人当たりの人件費で見てみますと、平成20年

度で12万7,000円、平成29年度でも同じく12万7,000円と、適正化計画の

効果が出ていないような数字、状況になっております。また類似団体の

8万9,000円と比較しても、3万8,000円ほど高くなっております。 

 住民一人当たりの職員人件費は、人口が減れば高くなりますので、職

員を減らし人件費を抑えてきたことで、人口減に対する対応はできてお

りますが、住民人口一人当たりの人件費削減にはつながっておりません。 

 義務的経費の削減のため、あるいは職員一人当たり、人件費を類似団

体に近づけるためには、人口減も配慮した新たな削減計画を策定するこ
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とが必要と思いますが、市長のお考えを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「義務的経費削減」についての御質問にお答えします。 

 本市においては、平成17年度に職員適正化計画を策定し、職員の定員

適正化に向けた取り組みを行ってきており、本年4月からは、これらの

人口推計も踏まえ策定した、第4次計画に基づく、新たな取り組みをス

タートさせたところでございます。 

 その結果、職員の数は、平成20年度から平成29年度の10年間において、

約90人の削減となっております。 

 議員御指摘のとおり、類似団体と比較いたしましても、本市の人口1

人当たり人件費は高い水準にあることから、第4次職員定員適正化計画

に沿い、定員数の適正化を着実に推進し、あわせて人件費の削減を進め

てまいりたいと考えております。 

 議員御指摘のとおり、全般から言われたら、総務省からまだ100人当

たり、うちは多いって言われてるんです。ただ、うちのほうは、事業効

率が悪いと主張してるんです。私。一応はですね。消防団にしても、遠

い距離に行かにゃいけんじゃないかとか、まとまった市町は安くつきま

すよと。そのことを一応くんでくれたのが、昨年の合併特例加算のかさ

上げは、そこで言ったんですけれども、根本的にはもう認めてくれませ

ん。 

 だから、そうであっても、類似団体がこうであっても、うちの市町っ

て生きていくためには、どれが適当かという議論は根本に帰って議論し

なければならないと思うんです。だから、支所機能の充実とかって言っ

てますけれども、その辺のことを考えてしっかりやっていかないといけ

ないということです。 

 消防もそうですよ。消防なんて減らないんです、全然。うちらは、消

防団と常備消防が副業になってるんですよ。一緒にやってるわけですよ。

それが効率悪いんですよ、これ。だけれども、消防団が要らんという議

論はできんのんで、そういうことを考えながら、例えばうちの常備消防

の方々が支所に行ってもらって、消防自動車を動けるようにするとか、

こういう他市町にない抜本的な考え方をしていかないと、この達成は無

理だと思います。 

 今まで人口削減というのは数は減らしてるんですけれども、例えば足

らんところは非常勤特別職とかに頼っとるいうことなんで。こういうこ

とは国としてもベターじゃないんで、このたび今度その辺の給与を格上

げしなさいとか、臨時がええとか、外国人がええとか、安いけえいいじ

ゃないかという議論が成り立たんようになってきます。だから、その辺

のことを加味しながら、やっぱりやっていかにゃいかんと。そのために

は、今までの常識を覆すようなこともしていかにゃいかんと思ってます。

これをしないと国が言ってるような、例えば人口100人に対して1人とい
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う。だったら、うち今2万9,000人ですから、290人ですよ。370人います、

100人ぐらい多いですよ。こういうことになるんで、我々行政とすれば、

人が要るんだということは国に訴えますけれども、そのことを踏まえな

がら、行政運営をしなければならないということで、認識してます。 

 これも、今までやっとることを覆すことは時間もかかりますし、こう

いうことで臨んでいっとるんだということを、ちょっと御理解してもら

いたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  市長おっしゃるとおり、確かに広範囲で、非常に効率が悪いところの

地域になりますから、考えてみても、やはりそれだけ人手がかかるって

いうのは、これはある意味、何とか国のほうにも理解していただきたい

というところではありますが、一方で何もせんというわけには当然いき

ませんから、そういった意味で考えますと、人員削減するには、私は個

人的に考えてるのは、2つの方法があるだろうと思ってます。 

 一つは、いわゆる事務方の生産性をどう上げるか。これはことしも3

月議会で同様の質問をしましたけれども、いかにホワイトカラーの事務

効率を上げるか。もう一つは、おっしゃるように、アウトソーシングだ

ろうと思います。 

 事務方であれば、数字の入力、あるいは住民サービス部門からなら、

住民情報の入力、いわゆる定型業務。こういったものがたくさんありま

すから、これらを人工知能やコンピュータで、コンピュータの処理能力

で向上させる、これはかなり代行できるようになってきておる。 

 三次市でも庁内の事務事業の自動化に対応すべく、3月にも申し上げ

ましたが、ＲＰＡですね。ロボティック・プロセス・オートメーション。

これを導入するというようなことが新聞に書いてありましたけれども、

今ここで真剣に考えておかないと、恐らく3年後には事務方の生産性に

圧倒的な差が出てくるんじゃないかと心配しとるんですね。イノベーシ

ョンをやっぱり容易にして、スピードを上げるためには、きのうの新田

議員の質問にもありましたけれども、今のピラミッド型の組織から、出

島を出して、組織をオープンで柔軟なものに変えていかんと、昨今のデ

ジタル革命の対応に追いついていかんのじゃないかと思うんですね。こ

の辺、市長お考えどうでしょう。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このことを今職員に指示してるところでございます。いわゆるペーパ

ーレスとか言いますよね。デジタル化っていったら。議員の一般質問も

紙じゃ困るの。本当言ったら、データでもろうたら、職員書かんでもえ

えんですよ。こういうことを省略してもらえば、職員も数少なくなって

きます。 

 だから、いろんなこと、一般市民の方にも協力願わにゃいけんと。情
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報伝えるのに、全部お太助フォンでもできるんだけれども、わしゃ、活

字でなけりゃいけんという人がおられるわけですね。それも対応せにゃ

いけんと。こういうように、そういう今の需要に対応しよう思うたら、

そういう社会的変化の中の対応が非常に難しいと、今までやっとるから

ですね。このことを踏まえないと、抜本的な行政改革にならんというこ

となんですよ。 

 うちらの中でもそうですね。全部、例えば、働き方改革の中で、例え

ば職員によっては、家でやってもええかもわからん、仕事。わざにうち

へ来てもらって、駐車場使うてもらい、市役所の事務いす無理して使わ

んでもええんじゃないかとか。こういうような時代に入ってるというこ

となんですよね。ただ、今までの習慣上、なかなかなじまんというのが

問題であって、なかなかこういうことは県も考えてます。だから、いわ

ゆる人がちゃんとこの人でなけりゃいけんのかとか。こういうことを考

えていかなければならないということです。今までの概念は、市役所い

うたら、朝8時から5時までおって、入ったときから60まで身分保障とい

うことがあったんですけれども、こういうことは全くこれから考えられ

んことになってきます。こういうことをしっかりやることによって、真

の行政改革につながるんだと、私はかように思ってます。 

 まず、庁内のペーパーレスから実行していきたいですね。このことに

よって仕事がどれだけ減るかということです。職員連中も、さっき新田

議員からございましたけれども、いわゆるSociety5.0というのは、いか

に情報化ですから、そのデータをたくさん集めてこんにゃいけんと。そ

れデジタルだったら、全部直さにゃいけんっていうことになってくるん

で、こういうことの対応をしとかにゃいけんと思います。ただ、すぐや

ると言っても、今までの市民の感情とか皆さんがあるんで、なかなか時

間かかりますけれども、こういう目標を持ってやらにゃ、私はいけんと

思ってます。このことが財政改革につながると思ってます。職員削減に

もつながってくるということです。こういう思いがありますんで、御理

解をしてもらいたいと。これが実現できるかというのが、やっぱり市民

の理解とか、議会の皆さんとか、いろんな職員の理解とか、こういうこ

とがないと前にいかないということです。理論的にはもう成り立ってま

す。 

 よろしくお願いします。今一番いい質問、こういうことをやっていか

なければならないということです。そうしないと、真の行政改革はでき

んということです。と思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今のペーパーレスっていうのは、全く大賛成で、大体企業が真っ先に

やったんがそれでした。いわゆる印刷機の前でぼーっと印刷するのを待

っとる時間とか、コピーする時間とか、これも無駄なんですね。用紙を

持っていく人、封印する人、あれをコストに算出すると、莫大な金額が
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出てくるんですよ。いわゆる付加価値を生まない仕事。 

 ぜひその辺は、今後の大きな課題で、真剣に取り組んでいただきたい

と思いますし、とにかく事務方の作業効率という部分では、積極的な人

工知能なり何なり、そういったものがどんどんどんどん民間では使って

ますんで、ぜひ勉強していただくようお願いしたいと思います。 

 それから、もう一方、アウトソーシングですが、これはこれまでも進

められてきておりますけれども、窓口業務のコンビニや郵便局の活用、

私はこれをもっと進める必要があるだろうと思ってます。特に、郵便局

との連携、これ現在高宮、美土里で取り組まれておりますけれども、高

齢化社会を考えますと、いわゆる住民の人の移動ですね。これが一番難

しくなってくるし、身近な郵便局で行政の窓口的役割を担っていくとい

うのは、私はまさに時代にマッチした対応であって、行政のサービスを

低下させることなく、なおかつ行政のスリム化を進めることができるん

じゃないかと。ここは大いに私は評価します。 

 行政の窓口が本庁支所で6カ所ですが、郵便局は市内に16カ所あるん

ですね。住民の移動の手間を考えますと、16カ所の郵便局の活用のほう

が、はるかに利便性があるだろうと思うんです。パスポートなんかも、

2024年にはオンラインで申請が可能となって、自宅に郵送でパスポート

を送ってくると。こういうことが報道がありましたけれども、こういっ

た流れを見ておりますと、行政の窓口業務っていうのは、至るところで

どんどんどんどん効率化が図られておりますし、またアウトソーシング

できる内容もたくさんあるんじゃないかと思うんですね。行政との相談

事でも、例えば郵便局にテレビ電話でも置いとけば、これは行政とのつ

ながりもできるでしょうから、そこらも全く問題はないんだろうと思う

んです。 

 そして、また人口減少を考えますと、16の郵便局の存続ですよね。こ

れも非常に心配してくるんですが、もし郵便局なんかが統合されでもす

れば、ますます過疎化の歯どめがかからなくなってくる。そういうこと

も懸念されるわけです。そのために、行政の窓口業務を順次郵便局のほ

うにアウトソーシングして持っていくっていう、そこに積極的にかかわ

っていく必要があるんじゃないかと思うんです。 

 郵便局と一緒に仕事を行うことによって、より身近なところで行政手

続が終わり、なおかつ郵便局の必要性に重みが増してきますし、行政の

事務のスリム化が進むと。こういったことを考えますと、現在進められ

ている高宮、美土里から、さらに幅広く展開していく必要があるんだろ

うと思うんですが、今後の方向性があれば少し伺ってみたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のように、郵便局の活用は、最初郵便局のほうが、業務を

固定してたんですよ。最近はこういうの違うんですよ。さっき議員おっ

しゃったように何でもやりますから、ぜひ郵便局使うてくれと今来てま
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す。だけど、我々が一番に対応したのは、コンビニ交付やりましたです

ね。コンビニの交付で、コンビニがない地域があるんですよ。美土里と

か高宮とか。そういうところについては、郵便局どうかという提案をし

たんですけれども。議員御指摘のように、今回そうじゃなしに、多くの

窓口業務ほとんどできるという感じになってきたら、その辺が今のサー

ビスの低下ができんように、ちゃんと効率的にできるかどうかというこ

とを観念から考えて交渉はしていきたいと。そのことがうちの人口減に

もつながってくるということなんで、これは今前向きに、市の中でも考

えてますので、御理解してもらいたいと思います。 

 ただ、コストの問題とか、いろいろあるんで、この辺も役所も郵便局

も、役所とよく似てるから、8時以降働かんとか、いろいろあって、こ

の辺の課題を片づけながら、郵便局の活用も考えていかにゃいかんと思

ってます。 

 議員御指摘のように、郵便局というのは、小字単位にありますからね。

非常に行政サービスが行き届くようになるんで、この活用というのは、

しっかり考えていかにゃいけんと思います。非常に貴重ないい提案だと

思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  次の質問に入ります。 

 第3点目は、県道37号線の向原町の歩道整備に関し、市長に伺います。 

 本件は、広島県の事業ではありますが、特に向原町のやすらぎから広

島銀行までの歩道は、病院、郵便局、警察、みらい、高校等の施設への

移動時の安全を確保するためには、必要不可欠な事業であり、住民の多

くが歩道を含めた道路の拡幅を望んでおります。 

 これまでの経過の中で、多くの問題があることは把握しておりますが、

今現在の状況と、今後の見通しに関し、市長にお尋ねをいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「県道37号線歩道の整備」についての御質問にお答えしま

す。 

 県道37号線は、広島と三次を結ぶ重要な幹線道路であります。自動車

交通量も多い路線でございますが、向原町の市街地では、狭い歩道しか

なく、生涯学習センターみらいや、向原高校、病院、郵便局、警察など、

公共施設が隣接しております。歩行者の安全確保のための歩道の拡幅が

喫緊の課題となっております。 

 平成18年度より、道路事業者である広島県がやすらぎから、広島銀行

の区間の歩道整備事業に着手しましたが、一部の地権者から同意が得ら

れず、中止となりました。 

 地元の強い意向もあり、市としても広島県へ働きかけ、平成24年度か

ら事業再開し、現在までに向原高校の入り口である、梨ノ木交差点から、
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広島銀行までの240メートル区間の測量や設計等を行っているのが現況

でございます。平成30年度、令和元年度は、平成30年7月豪雨災害の復

旧を優先するため、一時休止しておりましたが、令和2年度から用地調

査に着手し、用地買収を進めると聞いております。 

 市としても、地元調整を行う等、用地の買収に協力するとともに、早

期に歩道拡幅ができるよう、広島県に要望してまいりたいと思ってます。 

 この事業、私が市長に就任した頃は県はせんと言ってたんですよ。実

は金つけて、用地交渉に行かんかったんですよ。流した事業が、その後、

道路税がぽかんと減ったんですね。今度また。泣きっ面にまたハチが入

ってきてから、道路関係の予算が半分以下になっちゃったんです。こう

いう状況の中で、またこれ再発というのは、この重要性を訴えてから県

が乗ってくれたんですけれども、なかなか開始するという状況じゃなか

ったんですけれども、現在は測量など前向きに動いてもらってます。 

 ただ、県のほうも災害復旧とか、既存の事業があるんで、なかなかそ

の中の事業でございますけれども、県に対しては深く感謝をしておると

ころでございます。 

 今現在、前向きでは一応いくことになっております。ただ、事業とい

うのは、やれるときにやっとかんと、なかなか前にいかんという現状が

ございます。よろしく御理解してもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今の御答弁で、少し先が見通せたように思いますが、これは本来県道

37号線というのは、向原だけじゃなくて、甲田町でも、やはり歩道がで

きないところが非常にあるわけですね。御指摘のとおり、交通量は格段

にふえてますから、非常に厳しい状況が続いておるんですが、これは県

の事業ですから、そんなに多くは申しませんけれども、一つには、やは

り住民の声を県に届けていただくというのも、これも市長の大きな役割

でしょうから、ぜひ県道37号線に関しては、復旧工事、去年の災害工事

が3年でめどがつくかどうかわかりませんけれども、来年ぐらいから調

査費を入れたり、再来年ぐらいから用地買収が進んだりというような、

そういう要望をぜひしていただくと、そこらをちょっとお約束をしてい

ただいて、お答えをいただいて、最後の質問といたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  約束、要望はしていきたい。 

 ただ、私が余り言いよると、国や県は金がないからトータル議論でく

るんですよ。あんた何を優先するんかと。いわゆる高規格道路の取りつ

けを優先するんか。こっちかと、順番をつけるように言われちゃうんで

すね。それは金がないものの言うことなんですよ。金をたっぷり用意せ

ずにおって、この中で交通安全を順番決めろと言うんですよ。なかなか、

課題が大きいところがありますけれども、全体のパイをふやす方向でも、
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まず考えていかにゃいかんということですよ。 

 議員の皆様方も、その辺のことを協力してもらわにゃいかんというこ

とです。これは国とか県の、議員さんおられますけれども、そこらがし

っかり頑張っとかにゃいけんということですね。 

 やっぱり、全体のパイをふやした上で、うちの配分を決めるという、

こういう仕組みになってますんで、おらが町、おらが町言うたら、うち

の中の配分が減ってるということになっては困るんで、この辺のことの

やりくりはあるんだということは承知してもらいたいと。私としては、

県に対して、この道路大事なんで、道路事業の枠組みを予算をふやして

くれというのはしっかり要望していきますんで、よろしくお願いしたい

と思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  期待しておきます。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○先 川 議 長  以上で、児玉史則君の質問を終わります。 

 この際、13時30分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ０時２１分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○先 川 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 11番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  11番、熊高昌三です。 

 今期議会の最後の一般質問ですが、午後ということで非常に眠たい雰

囲気で、市長さんとバトルをすれば眠たくならんかなという気もします

が、評価をしますというようなことも書いてありますんで、冷静に政策

について議論をしたいというふうに思います。 

 まず、1番に人口減対策についてということで、これは以前から私が

質問をしておることの関連ですけれども、ことし3月末で人口の社会増

となり、これまでの多様な政策が実を結んだ結果として高く評価をさせ

ていただきたいと思います。 

 その上で、前回の質問でも申し上げましたように、この状況の細かい

分析について伺いたいと思います。 

 分析結果の報告と合わせて、その結果を受けて、今後の政策をどのよ

うにうっていかれるのか。また、そのことが次の社会増の数値目標とさ

れるのか。またさらに政策の内容について、分野別、あるいは地域別に

どのように反映されるのか。その中軸をどこに置かれるのかをお伺いし

たいと思います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 
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 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「安芸高田市の人口の社会増の結果を受けての今後の政策

の方向性」についての御質問にお答えします。 

 平成30年度末の人口は、9人という一桁の数字ではございますが、社

会増、プラスの結果となりました。日本人と外国人に分けてみますと、

日本人は76人の社会減、外国人は85人の社会増となっております。特に、

外国人については、平成27年から4年続けて社会増の状態が続いており、

市内事業者の人手不足が続いている状況を反映していると考えておりま

す。 

 また、日本人の転出が減っている状況も見られることから、子育て支

援等の市の政策に一定の効果があったものと考えております。町別に見

ますと、吉田町と向原町が社会増、そのほかは社会減となっております。 

 人口の目標については、平成27年に策定した人口ビジョンで先行き50

年間の推計を行い、直近の人口目標を5年後に2万8,500人、10年後に2万

7,500人と掲げたところでございます。 

 総合的に政策を考えていく上での人口の目標としては、これを変える

ことなく、フォローしていくことと考えております。転入、転出という、

人の動きをつくる政策を考えていく上では、社会増という状況を継続す

ることは、当然大きな目標であると考えております。 

 今後の政策につきましては、これまで人口減対策として行ってきた子

育て支援の充実、働く場の確保、学力の向上と合わせて、転入増がつづ

く外国人にとっても、より安心して暮らせる環境を整える必要があると

考えております。現在策定中の第2次まち・ひと・しごと創生総合戦略

において、各分野の目標を示してまいりたいと思います。 

 さらに、各地域の実態等を踏まえ、それぞれに応じた施策の展開も必

要と考えておりますので、御理解を賜りますようお願いをしたいと思い

ます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  今の御答弁の中で、向原、吉田が社会増というふうにおっしゃいまし

たが、その辺の分析を当然されておると思いますけれども、その辺につ

いて、また逆に減少して社会増にならなかったところの要因、そういっ

たものを分析をされておると思いますけれども、その辺についてもう少

し詳しくお伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  行政において、こんな分析した数字というのはないです。どんな町に

も。ただ、数字上的に何ぼと言うてあげたいんですけれども、そういう

ことはほとんどない。ただ、言えることは、社会増、社会減、安芸高田

市のどこにおいたら効果があるかと言えます。だから、どこでも人口減

をとったら、それだけ交付税がふえるわけですから、ふえたところをふ
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えないとこに回していくという概念でいいと思います。 

 だから、どの町も平等にこのことを事業全部やってくれと言うたら、

とてもたまったもんじゃないんで、そういうめり張りをつけてやってい

くことが、行政の基本だと思ってます。 

 ただ、やった以上は、うちに人が住んでもらわないといけない。住む

確率の高いところというのは、投資してでもです。ただ、そこで得た利

益というのは、当市の地勢の悪いところに分配をしていくというのが基

本でございます。 

 御理解をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  分配をするというのは、国のお金の分配のようなイメージもあります

けれども。吉田がふえたから、じゃあ高宮へ回すとか、美土里に回すと

か、そういった意味じゃないんだと思いますけれども。そこの部分の要

因がやはり分析できないと、例えば向原であったり、吉田であったりし

たら、住宅の政策が功を奏したとか、以前も八千代のほうでもそういう

のがありましたよね。だから、その辺の分析をされて、この地域には住

宅政策が効果があるんだと、あるいは高宮、美土里であれば、田園地域

で若い人でも農業をやりながら、そこに豊かに暮らすという方向で住む

と、そういったことの要因が必ずあるはずなんですね。 

 その分析をどうされたかということなんで、市長がおっしゃるように、

ここがふえたから、安芸高田市全体で補填していくんだというのは、ち

ょっと乱暴過ぎるんじゃないかなという気はするんですが。 

 もう少し、丁寧な分析をされとると思うんですけれども、じゃないと、

次の政策をどうするんかということが、私は見えてこないなという気が

するんですが、もう一度お伺いします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私は安芸高田市でできるだけ公立のほかのところの事業の展開をしな

がら、言うたら交付税等、そういうことに影響してくるという意味で申

し上げています。 

 実際、具体的にと言われたら、やっぱり54号線沿いとかは住宅を建て

ても、ちゃんと人が住んでくれてます。だから、そういう住宅政策の展

開では、功を奏しとる。可愛地区とか八千代地区というのは、住宅を建

てれば住んでくれとるいうのが現況でございます。このことが功を奏し

とる。ただそうかと言って、いろんな経済を考えたときに、地域の目玉

である地域産業のことを考えたときには、いわゆる農業とか、そういう

ような産物をも重視していかないと、これからの政策は成り立たんと思

って、そういう目で政策の展開をしてるということで御理解してもらい

たいと思います。 

 具体的に接してるのは、企画振興部が、数字やってますんで、計画に
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書いてあるからどうこうとかそういうのじゃなしに、大まかにこういう

方向でということで御理解してもらいたいと思います。 

 それで、きちょうめんな数字というのは、私どの町も見たことがない

です。うちは真面目にやっとるほうでございますんで、御理解をしても

らいたいと思います。 

○先 川 議 長  引き続き答弁を求めます。 

 副市長 竹本峰昭君。 

○竹本副市長  丁寧な分析まで結果が出とるか言うたら、そこまでの状況はまだ出て

ないとこが多いんですが、今一定の考え方としたときに、今先ほど市長

も言われましたように、国道54号線、または芸備線沿いのとりわけ広島

市に近いほうがふえていく傾向にあるというのが一定の分析の結果では

あると思います。 

 そういった中で、もう一つの視点としたら、中小企業等の多いところ

で、外国人労働者、技能実習生等の数がふえて、増になってる傾向はあ

る。さらに、もう1点議論していかなくてはいけないのは、今の中でも

う一つ空き家バンクという制度を安芸高田市がやっております。そうし

た中の空き家バンクの成立件数は、昨年度県内トップの状況になりまし

た。そして、その傾向がどこにあるかといったときには、吉田、八千代、

さらには向原の傾向が多い。そういった中で住宅施策については、しっ

かりとした今後の展開をしていかなくてはいけないだろうという一定の

方向は出させていただく。 

 空き家バンクの効果の要因としては、市長の施策の大きなまた視点も

あったと思うんですが、2年ぐらい前から広島市の安佐北区、安佐南区

等の不動産会社に安芸高田市の空き家バンク等のあっせんを依頼し、そ

れに対する一定の報酬を出すということの中で対応させてもらった施策

の中において、空き家バンク等、広島市内の安佐北区、安佐南区等の不

動産会社等のあっせんによる成立件数も大きくふえていっとるという実

態がある。そういった状況があります。 

 また、近隣の中でも、一定の田舎暮らしがしたいという言い方の中の

空き家の成立件数も数的には少ないですが、まだ一定のそういった思い

を持った移住等をされる方も来ているという実態があります。 

 さらに、そういった中、市長としてみたら、技能実習生等の占めるウ

エイトも多くあるということの中で、技能実習生等の生活、または日本

語教育、そういった面に対するフォローを工業会等と連携の中で、今後

どのようにしたらいいかという施策の中で、輝ら里の活用ということを

先般提案をさせていただいとる実態があるというふうに御理解いただき

たいと思います。 

 以上の点が現時点での大まかな分析というふうに御理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○先 川 議 長  ほかに答弁はありませんか。 
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 答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  総合的な政策の中の、社会増ということで、これまでにも、今副市長

おっしゃったようなことは、結果として聞かせていただきました。これ

からどうするかという視点の中で、企画振興部のほうで取り組んでいる

地域振興会ごとの、人口の状況、特に今回やられたのは、地域の中でお

金がどう動くかというようなことをやられたんですね。 

 これはそういった目的でやられておるのかなという気がしたんですが、

そうではないんですか。その目的について、改めてお伺いしたいと思い

ます。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 猪掛公詩君。 

○猪掛企画振興部長  現在行っております地域振興会を対象としましたワークショップ、そ

ういった中身のことであろうと思います。このワークショップにつきま

しては、やはりまず、それぞれの地域に住んでおられる方、そこで地域

振興会という組織をされておられる方、そのリーダーとなる方々に、や

はりそれぞれの地域の実情をまずは知ってもらうと。それを図であらわ

すことにして、可視化をして状況をちゃんと知っていただく。 

 そうした上で、この人口減対策等も含めて地域の活性化、あるいは人

を呼び込む受け入れ体制、そういった部分をしっかりこれからやってい

かなければならないという中で、どの部分が力を入れていくべきなのか。

どこをどう改善すれば、それが可能になるのか。そういったことをそれ

ぞれ気づいていただきながら、地元の魅力をつくっていこうと。そうい

った取り組みで、この地域振興会組織の支援事業、今年度取り組んでお

ります。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  だから、そこには人の動き、あるいはお金の動き、そして福祉の部門

とか教育の部門とか、全部がかかわっていっとるということが地域のあ

りようなんで、そこの部分を地域ごとに特徴を持たせた、その特性を生

かしていくということを最終的には目指すんかなと思って、私は見てお

りましたけれども、そういったことを含めて今後の社会増も含めた人口

対策をやられる一つの手法じゃないかなと思って、私は受けとめておっ

たんですが。 

 そういったことを地域ごとでやっていくことで、社会増につながって

いくんだということを具体的に示していくべきじゃないかというのを私

は申し上げておるんで。市長おっしゃるように、数字的に細かいものを

やったというのは、その国勢調査とかも一つの区切りがありますからね。

それはわからんというのは、当然これまでにも認めてきたことなんで。 

 ただ、今のように地域ごとの状況というのを把握をしながら、やんわ

りでもその方向性というのを見きわめていくことによって、今の対策が
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効果的に出てくるような、そういう仕組みをつくられるんかなと思って

おりましたんで、改めてそういう取り組みを市長の命令のもとでやられ

ておるわけですから、それを市長がやはり認識をされておるからこそ、

やられるんだと思うんでね。そういったところとのつながりを市長は改

めてどのように受けとめて考えていかれるのかというのを改めてお伺い

したいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員さん御指摘のことは、全く一緒のことなんで、地域の意見を聞い

て、行政に反映するのは、我々常識のことを考えてます。このことをで

きるだけ反映しながら、さらなる効果ができるような仕組みづくりにつ

なげていきたいと、かように思ってますので、決してやったことが無駄

だということはございません。 

 このことは職員にも指示して、ちゃんと。そうかといって、合併の時

にやった分の6町が均等にということも視野に入れながら、やってるわ

けですけれども、当面、その効果のあるとことすれば、実態に応じた施

策の方向展開もあり得るんだということで御理解してもらいたいと思い

ます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長少し誤解があったんかなという気がして、今の御答弁聞きながら、

私は安芸高田市を均等に施策をやりなさいというようなことを一回も言

ったことはないんで、それぞれの地域に持った特性を生かしながら、人

口の数で言えば、やっぱり中心地がふえるというのは、世の常ですから、

そこはしっかり伸ばしながら、人口がふえたところは、特に吉田、向原

というのは若い人が中心にふえていったという結果だと思うんですよね。 

 それは子供さんも連れて、その子供さんが10年、20年すれば、また大

きくなってそこに住むか、あるいは外に出てしまって、そこで社会増は

とまるんか、逆に社会減になるんかという、そこを考えたときに、やは

り吉田、向原がふえたから、よかったよかったということじゃなしに、

そこのところに、その子供たちがさらにそこに住み続けられるような仕

組みをつくっておかないと、30年、40年先、また同じことがすぐ出てく

るんでね。 

 その政策をやはり、今の実態を考えながら、やるというのが今できる

行政のことじゃないかなという思いがするんですね。そういった見方を

されておるのかどうかというのを、担当の部署も含めてもう一度聞いて

みたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私の言い方がまずいかとかあるかもわかりませんけれども、基本的に

は議員御指摘のとおりですね、将来を見据えたやり方と。今当面のこの
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効果が出たのは、こういうところで出たんであって、それ、将来に今の

社会増に満足するんじゃなしに、どういうことを加えたら、もっともっ

と持続的にこれからもいられるのかという観点から、このまち・ひと・

しごと創生にはちゃんと力を入れていきたいと、かように思います。 

○先 川 議 長  引き続き答弁を求めます。 

 企画振興部長 猪掛公詩君。 

○猪掛企画振興部長  ただいま市長も答弁申しましたけれども、人口増の全体の対策の中で、

先ほど副市長が説明いたしました、例えば住宅の関係であるとか、そう

いったものにつきましては、やはり、この人口の異動状況を勘案をして、

そこにこういった施策をもってくると、効果があるのではないかという

ことで、実施をした事業でございます。 

 その人口の集まってくるところに対しては、住宅の対策、あるいはそ

れ以外のところについては、今地域おこし協力隊等も多数来ております

けれども、やはり田舎暮らしを一つ自分のやりたいこととして、町から

移住してこられる方、そういった方も多くいらっしゃいます。そういっ

た方に、それでは、田舎らしい生活であるとか、そういったことができ

る受け皿づくりというのは、各地域のほうでできる体制をつくっていか

なければならないというふうに思います。 

 そのためにも、各地域の振興会、あるいはそういったところの役員を

されておられる方、リーダーの方々の協力を得ながら、ともに考えて、

そこの地域でどんな魅力を発信して、人を呼び込んでいこうか。あるい

はその仕組み、今できてないところをつくるためには、地域の中でどう

いった努力が必要だろうか。そういったことをともに話し合う、という

ことで、現在取り組んでいるという状況でございますので、まだ全体的

には途中でございますけれども、ともに市全体としては、人口の社会増

に向けた取り組みというのを進めていきたいと思っております。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  政策は継続していってますので、その都度見直し等も含めて、必要で

しょうけれども、一定の方向性というのは見えてくるからこそ政策を打

っていくわけなんで。 

 今回振興会を中心にワークショップの指導をされている、藤山浩先生

が中心になってやられておりますけれども。以前から申し上げておるよ

うに、各世代とか、そういったものを1％ふやしていくことによって、

維持できるんだというような、そういった目標があって、今回のことも

一定の方向づけをされてやっておるんだと思うんでね。 

 藤山浩先生が最近農業新聞ですかね。下の横帯に投稿されてるのが、

ずっと連載されてますけれども、そういったところを見ると、それぞれ

地域の人口の多いところ、少ないところを含めて、やはり少ないことが

悪いことじゃないというふうなことも随分と学校のことも含めて書いて

おられますけれども、そういった場が安芸高田市には各6つの町に点在
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しておるんですよね。そこに効果的に施策をすれば、そこの人口は率と

したらふえていくという形があるんだと思うんです。絶対量というのは、

やはり中心部へ動いていくんだと思うんですよ。だから、その辺をやは

り分析をされて、その地域に合ったような政策をきめ細かくやっていく

ことで、一定の人口の定着というのも出てくるでしょうし、例えば出生

率、出生数というものと、どんなふうになるんかというのも、玉重議員

あたりともいろいろ議論することが多いんですけれども。 

 やはり田舎の子供さんを生まれる数というのは、やはり1人、2人じゃ

ないですからね。3人、4人のほうが多いぐらいですから。それはなぜそ

ういうふうになるのかということですよね。人口絶対数が少なくても、

子供さんを持つ数が多いから、そういった人口も維持されるということ

もあるんでしょうから。そこはどんなふうにすれば、田舎暮らしが生活

しやすいから、そんなふうに子供をつくる。あるいは、子供さんの面倒

も近隣で親世代が見てくれるとか、いろんな要因があると思うんですよ。 

 そこらを細かく分析していくことによって、地域政策というのが出て

くると私は思うんですね。だから、そういうところをしっかり今回のワ

ークショップあたりで、つくっていってほしいと思います。 

 きのうから議論があるように、ＡＩとかSociety5.0とかいうのがあり

ますけれども、最終的に浜田市長も近いことおっしゃってますけれども、

最終的にやはり人間が住む場所というのは、安芸高田市のような環境が

いいんだということに、私は10年先にはなると思うんですよ。そういっ

た視点を持って、政策をするということで、安芸高田市ならではの移住

定住というのがふえてくると思うんですね。 

 そういうようなのをきめ細かく、便利だから吉田、向原に集まるとい

うこと以上に、そこのところをどんなふうに施策として打っていくかに

よって、私は変わってくると思うんでね。そういった考えをもう少し深

めていただきたいなという思いがしますんで、改めてそういった視点を

市長どのように受けとめられるか。あるいは、部長がどのように考えて

いかれるのか。 

 とりわけ市長は今期で終わりということですから、次の施策をどう引

き継ぐかということも非常に大事なことなんで、市長の方向性というの

も今回出していただきながら、ここまで結果が出てきたわけですから、

そのことを継続的にやはりやっていくというためにも、市長の思いとい

うのはしっかり出していただきたいというふうに思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  町への思い、これからどうあるべきかというのは、先ほど言うたよう

に、そういう地域の意見聞きながらというのが基本でございますので、

これを重視しながら、各地域が生きていくようにというのは基本でござ

いますので、こういう方向では持っていきたいと思います。ちゃんと。 

 これに、実現性とか、効果というのは、角度を考えながら、比べなが
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ら、やっぱり市民の負託に応えていきたいと思います。それから、政策

にはこういうことを生かしていきたいと。 

 それから、藤山先生にも会うたんですけれども、話してみたら、言っ

てのこと、受け入れるとこと受け入れんとこもございますんで、いいと

こは学びますけれども、悪いとこはだめよとしっかり言いました。だけ

れども、いいことも言っておられるんで、人から学んでいいところはし

っかり生かしながらということです。 

 今の政策の基本もそうです。これから今までやってきたのを私いいと

は言わないです。これは議員おっしゃるように、皆さんの意見でちゃん

と修正をかけてからいいものにしていただきたいと、こういうことでご

ざいますんで、今決めとるからどうこう言うんじゃなしに、そういうこ

とは行政の基本でございますんで、しっかり市民の意見を聞きながら、

修正もかけていくということでございますので、御理解をしてもらいた

いと思います。 

○先 川 議 長  引き続き答弁を求めます。 

 企画振興部長 猪掛公詩君。 

○猪掛企画振興部長  今現在進めております、人口減対策、子育て支援であったり、学力向

上であったり、働く場の確保であったり、こういったことは当然柱にな

ってくると思います。 

 市のほうで、まずしていかなければならないのは、地域のいろんな差

はあるものの、そこを全体として、ベースとしてどういうふうな施策を

打っていくかというのが、まず基本になってくると思います。そういっ

たことは、現在進めておるまち・ひと・しごと創生総合戦略の中でも示

していきたいというふうに思います。 

 ただ、それぞれの地域にあった細かい施策ということになりますと、

やはりその地域の特性というのをもう一つ、地域の方々とともにしっか

りと出していく。それを何かということを打ち出していく。そういう作

業も必要だと思いますので、そういったものの進捗と比べながら、それ

を図りながら、施策でできる部分については、それから実現していくと

いうような方向性も今後要るのかなというふうに考えております。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  大きな政策の中の流れというのをどうするかというのは、今後いろい

ろ議論をすることもあろうと思いますが、私の申し上げたことの一端で

も少し理解いただければありがたいなという気がしますんで、しっかり

とそういう方向で、行政一丸となって取り組んでいただきたいというこ

とを要望して、1点目は終了します。 

 2番目の山林整備についてということで出しておりますが、山林整備

は、安芸高田市の未来を左右するほどの大きな政策課題と考えています。

環境問題としての視点も多様にあると思っていますが、とりわけ喫緊の

課題は獣害対策です。農林業への影響は生活の基盤をも脅かす大きな課
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題となっております。 

 私は近年この課題について幾度となく伺っていますが、市民の声は今

や悲鳴に近いものがあります。 

 最近の関係する講演会や産業建設常任委員会による安芸高田市内の森

林整備補助事業の現地視察で、市民の皆さんの話を伺っても、環境の面

はもとより、何をさておいても取り組むべきは整備された里山づくりと

痛感しています。 

 広島県の獣害対策研究会においての市民の発言は、対策的なことより

抜本的な取り組みを要望されていると強く感じました。市長におかれま

しては、まずは県内一の美しい里山づくりに万難を排して取り組まれる

よう、そのお考えをお伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「山林整備」についての御質問にお答えします。 

 本市は、これまで、ひろしま森づくり事業を中心に、里山整備に取り

組んでおります。この事業は、森林の持つ公益的機能の維持・発揮を目

的とし、防災対策、景観の悪化、鳥獣対策といった地域課題解決に向け

た取り組みを支援する制度であります。 

 獣害対策には、捕獲や柵設置のほかに、森林整備を活用したバッファ

ゾーンの設置も有効であり、この事業で取り組んでおるところでござい

ます。また、広島北部森林管理署と連携いたし、箱わなの無償貸与を受

け、有害鳥獣捕獲対策にも取り組んでおります。 

 今後とも、森の学校プロジェクト、森林・山村多面的機能の発揮対策

交付金、森林環境譲与税等、さまざまな事業を活用し、森林整備の必要

性の啓発、森林整備の活動の支援を行うとともに、森林資源を循環利用

し、先人たちが守ってきた森林を次世代まで継承し、美しい里山づくり

を進めてまいりたいと考えております。 

 実は、先般このことを三次の国有林の署長のところへ持って出たんで

すよね。おまえんとこ、全部国有林しかやってないじゃないかと。困る

じゃないかと。イノシシは国有林からも来るよと言うたら、そのことを

踏まえてもらいまして、うちが広島県内で重点施策として、箱わなの整

備をすることになりました。 

 この影響を受けて、県のほうもちょっと協力的になってきまして、今

度ちょっと変わってくると思うんですね。だから、このことを受けて、

今までの鳥獣対策、農協とかおのおの、箱わなとか、柵をつくってたん

ですけれども、抜本的な対策の検討、見直しをする必要があると思って

ます。このことは市民の方々、多くの方々が望んでおられますんで、御

理解を賜りたいと思います。 

 しっかり、行政としても効果の出るような施策の展開をしてもらいた

いと。先人たちの話を含めて、たくさんやってきたんですけれども、な

かなか効果が出んというのが現状でございますんで、このことを踏まえ
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ながら、次の展開を図っていきたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  質問の中で、抜本的な対策ということの認識について確認をしておき

たいと思います。 

 私は以前から言っておるように、バッファゾーンはもちろんですけれ

ども、バッファゾーンに続く奥山の整備も含めて、森林整備がなされな

いと、獣害対策の抜本的な成果というのが出てこないと。そうは言って

も、喫緊の皆さんの課題は、毎日の生活を脅かす、イノシシ、シカの対

策というのがあるいはサルも含めて、ありますけれども、それはやりな

がら、やはり長期的に考えたら、抜本的な対策というのは、その山の整

備だと思うんですね。その辺について、もう一度市長のお考えをお聞き

したいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  山の整備、今私も先般もある議員さん言われて説明したんですけれど

も、今森林整備というのは、非常に追い風になっとると思うんですよ。

地球環境問題とかいうことがあって、政府のほうも予算手当とか、森林

税であるんで、これをいかに有効活用していくかということが大きな課

題になってくると思います。これは、地球温暖化整備じゃなしに、これ

を考えた上で、鳥獣対策も考えていくんだということで、いい施策の展

開ができるんじゃないかと期待をしているところでございます。 

 市とすれば、この制度をしっかり活用しながら、次の展開を図ってい

くほうがベターだと思ってますので、御理解してもらいたいと思います。 

 私も、いろんな役員が回ってくるんですけれども、全部蹴ったんです

よ、いろんなこと。森林の会長だけやってます。どうしてか言うたら、

将来見据えたこのことが、安芸高田市の一番活性化の目玉になると思っ

てます。企業誘致もやってますけれども、森林による、いわゆる従業者

の確保、企業誘致と同じ効果が出てきますので、この辺のことをしっか

り考えることが、この町が生きていく、一つの方向じゃないかと考えて

ますんで、御理解してもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  森林協会の会長を受けておられるということ、以前から聞きまして、

非常に心強いなと思っておりました。 

 ただ、せっかくそういう立場になられたんだけれども、3月で市長を

やめられれば、当然その立場というのはなくなるんだろうというふうに、

私は予想するんですけれども。そういった中で、今会長として取り組ん

でいかれとる部分、どんなことなんかなというのを改めてお聞きしたい

と思いますし、とりわけ、ことしの4月から森林経営管理制度というの

を先ほど芦田議員さんの質問の中にも議論がありましたけれども、ここ
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の部分について、どのように森林協会の会長としての立場も含めて受け

とめておられるか。お聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  森林のことなんですけれども、今、国から森林教育を頼まれてます。

いわゆる森林というものが、いかに大事かということを国民に理解して

もらうということで、先般は広島県で美土里町でやったんですけれども、

これは県の事業としてやってます。これが、こういうことによって、子

供たちが森林が大事だということをしっかり理解してもらうことが森林

のこれからの発展につながるということで、森林教育とかをやってます。 

 その次は、いかに森林管理を理解してもらうかということでございま

す。そのためには、やはり確定ということがあるんで、山と民地の確認

をしっかりしていかにゃいけんので、ここへお金が投資できます。 

 こういうことで、まだ使いきれん町は、当然貯金しときなさいと。ほ

いで、いい方向性が見つかったら行きなさいということで、きのう出て

ましたよね。基金という形で。こういう形でためておいて、次の方向性

が決まったら、しっかりそっちに使っていくということでございます。 

 今、いろんな条件がついてるんです。私はこの条件を民有林じゃなけ

りゃいけんとか言ってますけれども、これもとっていかないと、どこで

もできるような仕組みづくりは全体として、国に対して要望していると

ころでございます。 

 どっちにしても、できることからやるということでございます。教育

とか、確定とか、そういうことをしっかりしないと、次の展開は山へ入

れるという仕組みづくりを指導していきたいと思ってます。 

 私が主張したのは、圃場の換地と林野庁に言うとったのは、換地と同

じことをせえと言うとったんですよ。これがこういう形で結びついたん

です。これは私の大きな巧績じゃと思うんですよ。換地ということを林

野庁に申し出たら、山は農地と同じように換地ができんから、せめて作

業だけできるようになりますようにというのが法律の趣旨でございます

ので。ただやろうと思っても、公告などいろんな要件があり、これをク

リアしなければなりませんので、すぐ単純に作業が入るわけじゃないん

ですけれども、この辺をクリアしながら、山で作業できるようにしたい

と思ってます。このことがやっぱりうちの雇用創出につながったり、う

ちの活性化へつながってくるんだと。 

 大きく言うたら、山をいじるのはいいんだけれども、今度の課題は山

から出てくる材をいかに循環していくかということを、考えていかにゃ

いけません。こういうことも考える。先般、ある会社がうちへ発電所を

つくるという話もございましたけれども、こういうことは関連しながら、

山の材をうまく回していくんだと、循環型として、息の長い森林事業を

やるという方向で今考えておりますので、御理解をしてもらいたいと思

います。 
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○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長は概要は、おっしゃっていただいたんですが、我々もまだまだ勉

強不足で、その中身については、これから委員会でもやっていく必要が

あるなという思いがしておりますけれども、今の森林経営管理制度の中

で、一番のポイントは、今市長もおっしゃったように、経済につながる

ような部分ですよね。こういったものを含めて林業の成長産業化と、森

林管理の適正化の両立を図るというのが大きな目的のようです。 

 その財源として、先ほどおっしゃったように、森林環境税、森林環境

譲与税制度、このものが裏づけとしてあるということですよね。これも

最終的には1,000円ずつ国民から取って、6,200万人の600億円ぐらいだ

ろうというふうなことですが、600億円で山のことを全部するというの

は、到底無理な話なんで、今市長がおっしゃったように、木をどう経済

に結びつけていくかということがないと、600億というものは日本全国

で言えば、呼び水ぐらいしかならんと思うんですね。 

 その政策をどうするかというのは、基本的には市長がおっしゃったよ

うに、今の地籍調査が済んでないと基本的に取り組めんということがあ

りますので、その中で、今回の4月からの制度で、林地台帳制度という

のも生まれましたよね。それに今、三次の営林署の話もされましたが、

国有林の樹木の採取権制度というのを民間がやるような仕組み、これも

組まれております。 

 この4つが一つのセットになって、この4月から動くということですが、

国有林の分は、来年の4月からということですけれども、そういったこ

との詳しい仕組みを、部長あたり、どのように受けとめておられて、安

芸高田市の課題は何なのかというのを分析をされておると思いますけれ

ども、その辺について、担当部長の見解があればお伺いしたいと思いま

す。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 産業振興部長 重永充浩君。 

○重永産業振興部長  新しい森林管理経営制度について、少し概略を御説明いたします。 

 森林の所有者が本来、森林を経営管理し、維持管理する責任を持って

おられます。ではありますが、条件が悪い、相続される方がおられない、

そういった整備がなかなか困難な森林に関しては、森林管理譲与税を財

源として、各自治体がそういった土地の持ち主様、所有権者様と協議を

した上で、経営を委譲していただくという、委託を受ければ、安芸高田

市がそういった森林の管理、経営を直接、間伐するということもありま

すし、経営努力が非常に上手な森林経営管理者に、そういった森林経営

をまた再委託するという方法もございます。 

 そういった今まで財源がないために、放置されて荒れておった森林を

整理するための仕組みが森林経営管理制度でございますし、そのための

財源内訳となるものが森林管理譲与税でございます。ではありますが、
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今この譲与税を使って、森林管理制度を運用しようとしたときに、安芸

高田市に全て委譲して、森林経営をしていただきたいという、希望者が

多くあった場合に、今いただいておる森林管理譲与税だけでは、賄いき

れないという可能性もあるということが、少し今私が捉えておる課題で

ございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  こういった席ですから、詳しいことを余りにも言う時間はないと思い

ますけれども。 

 要は、安芸高田市の課題というよりも、全国の森林の課題というのは、

ある程度経営管理されとる山は、それ以上にさっき市長が言われたよう

に、経済効果の出るような山として、民間がしっかり請け負ってやりま

しょうと。もう一つは、所有者もわからんような、所有者はわからんと

いけんのんですけれども、所有者があっても手入れを全然してない、こ

の山を所有者にしなさいといってもやらない。それは、自治体、市町村

が責任を持ってやりなさいと。基本的には森林所有者の責任の明確化と

いうのを今回うたってありますよね。 

 その中で、できんところは、自治体がそれにかわってやりなさいとい

う仕組みが今回できたということですよね。そのためには、基本的には

さっき言いました地籍調査が済んでないとできないということですから、

そこの部分をまず安芸高田市が調査をしないといけないんですけれども、

埼玉県の秩父あたりは、この4月から始まった制度に対して、6月から説

明会をしたら、7月にはもう4ヘクタールぐらいですけれどもね。さいた

ま市が管理をするという、その制度も生まれておりますんでね。そうい

うところまで早くいったほうがいいのかなという気はするんで、そうい

う調査を今安芸高田市がどの程度、国の政策を受けて、取り組んでいか

れておるのか、そういったことをもう少し聞いてみたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員よく御存じのそのとおりです。いわゆるどういう作業を本人がや

ればできるけど、やらないものを市がやろうと思っても、量的な把握な

どは、なかなかできないのが現状だから、課題と言えば、そこは課題に

なってきます。 

 それを踏まえた上で、本人がおらんところは事業ができるようになっ

てます。必要な手続を踏めばですよ。ただ、それをたくさんやっていき

たいと思うんだけれども、まずはそこの基本的な調査が全部終わらない

といけないということなんで、その状況につきましては、手ぬるいかも

わかりませんが、担当部長に説明させますんで。そこが課題です。 

 お金を基金に積んどくというのは誰もやるんだけれども、その金を有

効に使うということが大事なんで、ほとんどの市町がまだ方向ができて

ないから、基金に貯金をしとこうと言うてるんです。だけれども、議員
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御指摘のように、いいことなら早くやらにゃいけんのだけれども、早く

やろうと思ったら、今のような区分とか、財産区分、所有権の区分をし

っかりしておかなければいけないということでございます。 

 詳細は部長が説明します。 

○先 川 議 長  引き続き、答弁を求めます。 

 産業振興部長 重永充浩君。 

○重永産業振興部長  森林経営管理制度に基づきまして、現在、整備を着手してみたいと思

っておる地域に、現在基礎調査に入っております。議員おっしゃられた

とおり、国土調査が確定しておらない場合、境界が確定してないために、

その確定を急ぐため、余分な時間とか、作業が発生する可能性が十分ご

ざいます。 

 今回、着手しております地域に関しましては、既に境界明確化事業に

基づいて、各所有者の境界が確定しておるところを選択してございます。

平成22年、23年に、美土里町の本郷、道ヶ谷高松山付近、旧本郷小学校

周辺でございますけれども、この地区につきまして、安芸高田の森林組

合が境界明確化を作業しております。その結果、境界が確定しておる所

有者も既にはっきり明確でおると、こういったところで、本年初めて着

手する制度でございます。 

 境界を確定させる、所有者を改めて確定させる、そのためにかかる作

業のロス等については、省くと。また新しく始まった制度でございます

ので、我々も制度の運用についてなれておりませんので、より素早く対

応できる地域について選択いたしまして、基礎調査、筆数、土地の所有

者等について、現在調査をしておるところでございます。 

 以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  一部でも取り組んでおられるということで、非常に安心をしました。 

 安芸高田市全体に、そういった制度ができて、こんなふうになります

という説明会を早く開いていただきたいんですね。それによって、山の

皆さんも市長がおっしゃるように、教育の一つとして、子供たちにとい

うことも将来的にあると思いますし、今山を持っておられて、困ってお

られる人も含めて、こんな制度ができたのかと。放置林をどうにかしよ

うと思ったけれども、ある程度自分たちでは手に負えんから、言葉で言

えば、森林所有者の責任が明確になったことによって、放置林に対する

自治体による公的な関与、介入ができる制度というのを、新たに今回の

4月からできたんでしょと、いうことをおっしゃっていただいて、私有

林の管理が経営管理権を安芸高田市がいただいて、民間に再委託をする

という制度ができましたよ、ということを私は早く知らせるべきだと思

うんです。そんなことは、ほとんどの人がまだ知っておられんと思うん

です。そうすれば、秩父のように、うちもやってくださいと言うて、み

ずからが、そういう困った山を持った人が、そういったことに乗ってこ



150 

られる可能性は高いと思うんですよ。 

 だから、そういう情報を早く公開をするということで、皆さんのニー

ズを吸い上げることによって、こちらが調査しなくても、向こうから歩

んできてくれる可能性は高いと思うんです、一部であっても。その辺は、

今のところ取り組むような予定を、どのように考えておられるのかとい

うことを聞きたいと思います。 

 さらには安芸高田市の人工林や、天然林、あるいは私有林、国有林、

公有林は、市の山も含めて、財産区なんかもあるんでしょ。その分類と

いうのは、ほとんどされとると思うんですが。国なんかの全体の平均と

比べて、安芸高田市はどんなふうになってるのかというのも確認をして

おきたいんですけれども、数字がわかれば報告をいただきたいと思いま

す。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  今御指摘のことについては、県内の課題でもあって、森林協会には指

示してるんで、おいおい市にあると思いますけれども、こういうことを

踏まえて、いろんなメリット、デメリットを含めて、市民の方に啓発は

していきたいと思います。 

 私もこの事業を早くやって、お金を使う仕組みをつくりたいんで、市

民の方にしっかりと、これは他の市町にも森林協会でやるようにしてま

すんで、ちゃんとしていきたいと思います。 

 どのぐらいの面積かということについては、担当部長が説明します。 

○先 川 議 長  引き続き、答弁を求めます。 

 産業振興部長 重永充浩君。 

○重永産業振興部長  安芸高田市全体の面積が537.75、単位はキロ平米でございます。この

うち、森林の面積は、単位がヘクタールでございますけれども、4万

2,712ヘクタール、約7割9分が森林でございます。さらに、このうち、

民間の方々が持っておられる、私有の人工林が1万496ヘクタールでござ

います。 

 以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  安芸高田市にも国有林とか、県有林とかありますよね。それは、差し

引けばわかるんでしょうけれども、4万ヘクタールから1万ヘクタールを

引いて、3万ぐらいが多いということですが、国有林と県有林も含めた

公有林というのは、どのくらいあるんですか。 

 すぐわからんかったらいいんですけれども、それをちょっと確認をし

ておきたかったんで、後ほどでも結構ですので、また委員会ででも報告

をしていただければいいなというふうに思います。 

 それでは、引き続いてお聞きしたいんですが、そうは言っても、その

制度に対応する専門職、あるいはノウハウというのは、まだまだ市長も
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おっしゃったようにないんで、県の森林協会も含めて、県としてもする

ということですが、最終的には、自治体単位の取り組みですから、単独

で自治体ができにくいということになると、さっきの秩父なんかも広域

連携で、1市4町ですかね。やっているというような仕組みを聞きました

けれども、県が専門的なサポーター役をするようなものをつくって、そ

この事務局に派遣するというようなことがありますが、単独でというの

は非常に財源も含めて難しいんで、森林協会としての立場でもそういう

ことは話をされとるんだと思いますけれども。 

 広域連携、あるいは県との関係というのは、協会としてはどのように

考えていかれるような話になってますかね。今の時点で。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  今後は県との連携も要るんですけれども、今、各市町、温度差があっ

て、森林整備のことの重要さというのも違うんで、レベルがそろうたら、

例えばうちと北広島と三次とで一緒にやったらどうかという議論になっ

てくると思いますけれども、今その段階ではちょっとないけれども、将

来的には広域的にやっていかないといけないと思います。 

 今個人的にやっとるんが、県の元森林課長とかおるんで、こういうと

ころが一時的に来てもらえないかと、常時雇用じゃなしに。こういう交

渉をしてるんですけれども、なかなかハードルが高くて、来てもらえん

のんですけれども、優秀な森林技術者がいないといけないんで、こうい

う取り組みを今しておるところでございます。これは、大々的ではなく

少し個人的にやってるところでございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長が森林協会の会長という役職にあられ、その力が発揮できる時間

も限られておりますので、県の方向を今おっしゃったようなことを含め

て、広域で何市何町とかいうのは難しいと思いますが、例えば今おっし

ゃったような北広島町あたりが、ごみの広域連携もしていますから、そ

ういったところから、素早くしていく。森林組合も一緒ですし、農協も

そうですから、一番やりやすいところかなと思いますんで、ぜひとも、

協会長として、モデル的な取り組みをしかけておいていただきたいとい

う気がします。市長なら可能だと思いますけれども、その辺の意欲をお

聞きしておきたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このことは、知事にも言うたんですけれども、非常に前向きな感じな

んで、方向性をつけることは。ただ、それをさておいてでも、人のこと

はともかく、うちの町がちゃんと森林を活用した、活性化できる仕組み、

ちょっと欲がございますんで、この辺の道筋をつけときたいと、かよう

に思ってます。 
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○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  ぜひ全力でしかけていただきたいと思いますし、この森林整備という

のは、以前からいろんな関係で申し上げたように、循環型社会でもあっ

たり、農業の有機農法も含めて、最終的には道の駅で何を売るかという

ところまで、大きな意味で山は川上だと思うんですね。一番川下が道の

駅であったり、あるいはレストランであったり、そういうところにつな

がっていくという気がするんですね。 

 そのためには、やはり農業をしっかり支えるような仕組みの中で、こ

の山の整備というのは元に帰りますけれども、獣害対策というのは非常

に大きな課題ということなんで、全てがつながっていく。あるいは、さ

っき人口対策も含めて、こういった仕事をしっかりできれば、そこで働

きたいという人も出てくるわけですから、全てがつながっていく政策と

いうことで、これまでも考えていただいておりますが、国の政策の転換

に合わせて、そこらにつながるような、施策をぜひとも打っていただき

たいということについて、もう一度市長に、政策の展開意欲をお聞きし

て、一般質問を終わりたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  何回も同じことを言うのは失礼になるんで、ちゃんと頑張ることはお

約束して終わりたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  最後、かみ合わんかったようですけれども、私が申し上げたのは、山

というのは全ての政策につながっとるということを、執行部として肝に

銘じていただいて、取り組みをしていただきたい。全ての職員さんがい

らっしゃるんで。それは最終的には、安芸高田市の存続にかかわるんだ

ということを申し上げて、私の一般質問を終わります。 

○先 川 議 長  以上で、熊高昌三君の質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は終了いたしましたので散会いたします。 

 次回は、12月20日午前10時に再開いたします。御苦労さまでした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ２時２９分 散会 
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